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第２３９回電気通信紛争処理委員会（文書による審議）について 
 
 
 
 この度、令和５年度年次報告について最終案が取りまとまりました。 

年次報告は、電気通信紛争処理委員会手続規則（平成１３年総務省令第１５５号）

第３条の規定により、会計年度終了後１か月以内（４月末まで）に総務大臣に報告す

ることとされておりますことから、電気通信紛争処理委員会運営規程（平成１３年電

気通信紛争処理委員会決定第１号）第２条第２項の規定に基づき、第２３９回電気通

信紛争処理委員会を文書による審議（電子メール）にて開催いたします。 

つきましては、下記中の別添案に対する追加・修正、そのほか御意見等がございま

したら、その内容を令和６年４月１９日（金）正午までに事務局あて御回答願います。 

なお、特段の御意見がなく、案に賛成いただける場合におかれましても、事務局ま

でその旨御連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

「令和５年度年次報告」について、別添案のとおり決定し、総務大臣に対し報告す

ることとする。 

 

以上 



令和５年度年次報告
(案)

令和６年４月 

電気通信紛争処理委員会



 

 



本報告書は、電気通信紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）第１４
条の規定に基づき、令和５年度における電気通信紛争処理委員会の活動状況を総
務大臣に報告するものである。 
 
本報告書では、第Ⅰ部に委員会の運営状況を、第Ⅱ部に紛争処理の状況を、第

Ⅲ部に委員会のその他の活動状況等を取りまとめた。 
 

 
 

令 和 ６ 年 ４ 月 ● 日  
電気通信紛争処理委員会  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
（参考）電気通信紛争処理委員会の年次報告に関する参照条文 
 
○ 電気通信紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号） 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 
第１４条 委員会は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、あっせん及
び仲裁の状況について報告しなければならない。 

 
○ 電気通信紛争処理委員会手続規則（平成１３年総務省令第１５５号） 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 
第３条 令第１４条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計
年度中における次に掲げる事項についてするものとする。  
一 あっせん及び仲裁の申請件数  
二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数  
三 あっせんにより解決した事件の件数  
四 仲裁判断をした事件の件数  
五 その他電気通信紛争処理委員会（以下「委員会」という。）の事務に関し重要な
事項 
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第Ⅰ部 委員会の運営状況 

第１章 委員及び特別委員の任命状況 

１ 委員の任命 

電気通信紛争処理委員会（以下「委員会」という。）は、電気通信事業、電波
の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同
意を得て、総務大臣が任命する委員５名（任期３年）をもって組織される（電
気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１４５条、第１４７条及び第１４
８条）。 
令和６年３月３１日現在の委員は以下の５名である。 

【委員】 令和６年３月３１日現在 
氏 名 役 職 等 任 命 日 

田村
た む ら

幸一
こういち

（委 員 長） 
弁護士 

（元高松高等裁判所長官） 

令和４年１２月３日再任 

（第１期：令和元年１２月３日 
～令和４年１２月２日）

三尾
み お

美枝子
み え こ

（委員長代理） 
弁護士 

令和４年１２月３日再任 

（第１期：令和元年１２月３日 
～令和４年１２月２日）

小川
お が わ

賀代
か よ 日本女子大学理学部 

数物情報科学科 教授 
令和４年１２月３日新任 

小塚
こ づ か

荘一郎
そういちろう

学習院大学法学部 教授 

令和４年１２月３日再任 
（第１期：令和元年１２月３日 

～令和４年１２月２日）

中條
なかじょう

祐
ゆ う

介
す け

横浜市立大学 理事・副学長 令和４年１２月３日新任 
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２ 特別委員の任命 

委員会には、委員のほか、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事
項を調査審議させるため、総務大臣が任命する特別委員（任期２年）を置いて
いる（電気通信紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）第１条）。 
令和６年３月３１日現在の特別委員は以下の８名である。 

 

【特別委員】 令和６年３月３１日現在（五十音順） 
氏 名 役 職 等 任 命 日 

大雄
おおたか

 智
さとる

 
横浜国立大学大学院 

国際社会科学研究院 教授 

令和５年１１月３０日再任 

（第１期：令和 ３年１１月３０日 
～令和 ５年１１月２９日） 

眞田
さ な だ

 幸俊
ゆきとし

 
慶應義塾大学理工学部 
電気情報工学科 教授 

令和５年１１月３０日再任 

（第１期：平成２９年１１月３０日 
～令和 元年１１月２９日） 

（第２期：令和 元年１１月３０日 
～令和 ３年１１月２９日） 

（第３期：令和 ３年１１月３０日 
～令和 ５年１１月２９日） 

柴田
し ば た

 潤子
じゅんこ

 香川大学法学部 教授 令和５年１１月３０日新任 

白山
しらやま

 真一
しんいち

 

公認会計士、 
上武大学ビジネス情報学部 
国際ビジネス学科 教授 

令和５年１１月３０日再任 
（第１期：令和 元年１１月３０日 

～令和 ３年１１月２９日） 
（第２期：令和 ３年１１月３０日 

～令和 ５年１１月２９日） 

杉山
すぎやま

 悦子
え つ こ

 
一橋大学大学院 

法学研究科 教授 

令和５年１１月３０日再任 

（第１期：令和 元年１１月３０日 
～令和 ３年１１月２９日） 

（第２期：令和 ３年１１月３０日 
～令和 ５年１１月２９日） 

中村
なかむら

 豪
つよし

 
東京経済大学 経済学部長・

教授 
令和５年１１月３０日新任 

宮田
み や た

 純子
す み こ

 
芝浦工業大学工学部 

情報通信工学科 准教授 
令和５年１１月３０日新任 

葭葉
よ し ば

 裕子
ひ ろ こ

 弁護士 

令和５年１１月３０日再任 

（第１期：平成２９年１１月３０日 
～令和 元年１１月２９日） 

（第２期：令和 元年１１月３０日 
～令和 ３年１１月２９日） 

（第３期：令和 ３年１１月３０日 
～令和 ５年１１月２９日） 
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（退任した委員） 
氏 名 役 職 等 任 命 日 

青柳
あおやぎ

 由香
ゆ か

 法政大学法学部教授 

（第１期：平成２７年１１月３０日 
～平成２９年１１月２９日） 

（第２期：平成２９年１１月３０日 
～令和 元年１１月２９日） 

（第３期：令和 元年１１月３０日 
～令和 ３年１１月２９日） 

（第４期：令和 ３年１１月３０日 
～令和 ５年１１月２９日） 

大橋
おおはし

 弘
ひろし

 

東京大学大学院 

経済学研究科・ 

公共政策大学院教授、 

副学長 

（第１期：平成２７年１１月３０日 
～平成２９年１１月２９日） 

（第２期：平成２９年１１月３０日 
～令和 元年１１月２９日） 

（第３期：令和 元年１１月３０日 
～令和 ３年１１月２９日） 

（第４期：令和 ３年１１月３０日 
～令和 ５年１１月２９日） 

矢入
や い り

 郁子
い く こ

 
上智大学理工学部 

情報理工学科准教授 

（第１期：平成２７年１１月３０日 
～平成２９年１１月２９日） 

（第２期：平成２９年１１月３０日 
～令和 元年１１月２９日） 

（第３期：令和 元年１１月３０日 
～令和 ３年１１月２９日） 

（第４期：令和 ３年１１月３０日 
～令和 ５年１１月２９日） 

（注）役職は、退任時のもの 
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第２章 委員会の開催状況 

 
令和５年度は、以下のとおり７回の委員会を開催した。 

 
会 合 日 付 議 事 等 

第２３２回 
令和５年 
４月１２日 
～１４日 

令和４年度年次報告の決定及び総務大臣への報告
について 
※文書による審議（注） 

第２３３回 ５月２３日 相次ぐ電気通信事故への対応について【公開】 

第２３４回 ６月２７日 

１ 電気通信事業法一部改正等に伴う電気通信紛争
処理マニュアルの改定について【公開】 

２ 電気通信紛争処理委員会の手続のオンラインに
よる実施要領の一部改正について【公開】 

第２３５回 ９月１５日 接続料の算定等に関する研究会第七次報告書の概要【公開】 

第２３６回 １１月１５日 電気通信事業分野における市場検証（令和４年度）年次レポートについて【公開】 

第２３７回 １２月１８日 

１ あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定 
【公開】 

２ 日々の生活をより豊かにするためのモバイル市
場競争促進プラン【公開】 

第２３８回 令和６年 
３月２２日 

株式会社NTTドコモから申請のあった電気通信事
業者の電気通信設備との接続に係る裁定の諮問に
ついて【一部非公開】 

注：「文書による審議」とは、電気通信紛争処理委員会運営規程（平成１３年電気通信事業紛争処理委員会
決定第１号）第２条第２項に基づく審議（招集せずに行う委員会）をいう。 
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第Ⅱ部 紛争処理の状況 

 

委員会は、次の３つの機能を有している。 
①  電気通信事業者間、電気通信事業者とコンテンツ配信事業者等との間、

認定計画に係る周波数を現に使用している無線局の免許人等と認定開設者
の間、ケーブルテレビ事業者等と地上基幹放送（地上テレビジョン放送）
事業者との間等の紛争に対し、「あっせん」や「仲裁」を実施すること（電
気通信事業法第１５４条から第１５７条の２まで、電波法（昭和２５年法
律第１３１号）第２７条の３８及び放送法（昭和２５年法律第１３２号）
第１４２条） 

②  総務大臣が、接続協定等の細目の裁定、業務改善命令等を行う際、総務
大臣から諮問を受け、審議・答申を行うこと（電気通信事業法第１６０条、
放送法第１４４条） 

③  あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等
について意見があれば、総務大臣に対し勧告を行うこと（電気通信事業法
第１６２条） 

また、事務局に事業者等相談窓口を設けて、事業者間の紛争に関する相談や問
合せに対応している。 

なお、委員会の機能等については資料編の【資料１】、これまで委員会で取り
扱った紛争処理の概況については資料編の【資料２】のとおりである。 
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１ あっせん・仲裁 

令和５年度に委員会が受けたあっせん・仲裁の申請はなく、処理が継続又は
終了した案件もなかった。 

 

２ 審議・答申 

令和５年度中、接続協定等に関する細目に係る裁定について総務大臣からの
諮問が１件あり、令和６年３月３１日現在、委員会において審議中である。 

 
事 案 諮 問 処理状況 

諮問第１２号 令和６年３月２２日 審議中 

  裁定申請の概要は、次のとおりである。 

  (1) 当時者 
   ・株式会社ＮＴＴドコモ（申請者） 
   ・Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社（以下「コルト」という。） 
  (2) 申請の理由 
    コルトの音声通話サービスに係る接続料に関し、協議が不調のため 
  (3) 裁定を求める事項 
    コルトのＩＳＤＮ及びＩＰ電話の区分ごとに適用される役務提供区間の

料金について、それぞれ能率的な経営の元における適正な原価に適正な利
潤を加えた金額とすべきとの裁定を求める。 

 

３ 勧告 

令和５年度中、総務大臣への勧告は行わなかった。 
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４ 事業者等相談窓口における相談 

令和５年度においては、事業者等相談窓口において、１０件の相談及び問合
せを受けた（令和４年度は１１件）。相談内容ごとの受付件数は、次のとおり
である。 

相 談 内 容 受 付 件 数※ 

① 接続に関する費用負担 ３件 

② 卸電気通信役務の提供 ３件 

③ 手続きの照会 ２件 

④ その他電気通信に係る契約 ２件 

計 １０件 

※ 同一案件に係る複数回の相談を含む。 

 
（参考）相談件数（平成２４年度～令和５年度） 

 
 

相談対応の結果については、事業者間協議を継続することとなったものが
３件、他の相談窓口を紹介することとなったものが３件、手続に関する説明
を行ったものが１件、その他が 3件となっている。 
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第Ⅲ部 委員会のその他の活動状況等 

第１章 政策担当部局からのヒアリング等 

 

委員会は、急速に変化しながら発展を続ける電気通信分野の市場環境や政策動
向等を平素から十分に把握し、具体的紛争事案の提起に備える必要がある。 
 このため、令和５年度には、委員会において次のとおり、政策担当部局から関
係分野に関する情報収集等を行った。 
 
 政策担当部局からのヒアリング 

 

１ 令和５年５月２３日 第２３３回委員会  

総合通信基盤局から「相次ぐ電気通信事故への対応」について説明を受け、意
見交換を行った。 
 

 

1. 背景 
近年、電気通信事業者による電気通信事故が相次いで発生していること、

またデジタル化が進展した現代社会においてはそれらが国民生活や社会経済
活動に多大な影響を及ぼす重要な問題となりうることについて、事故報告制
度や実際の事故の内容、発生件数等を示しながら説明があった。 

2. 通信事故が多発する構造的要因と新たな取組 
重大な事故が発生した場合、電気通信事故検証会議において個別の事案ご

とに検証を行っており、事故多発の背景に共通する構造的な課題について、
同会議では経営層によるガバナンス強化、行政による外部モニタリングの導
入等が適当とする報告書が令和５年３月に纏められ、今後、総務省において
省令改正などの制度の見直し等を進める予定であることについて説明があっ
た。 

3. 電気通信事故検証会議における検証内容 
個別の事故・事案に対して検証を実施する電気通信事故検証会議の概要及

び同会議における具体的な検証結果について紹介があった。 

4. 再発防止策の徹底のための行政指導 
重大事故に対し総務省が行った行政指導のポイントについて紹介があっ

た。 
 
 

 
＜委員会＞ 
【1】行政指導を行った電気通信事業者からの再発防止策について、行政にお
ける実施状況の確認は、立入検査ではなく報告書で行うのか。 

委員会等の主な質問・コメント等 

説明の概要 

8



 

 

【2】事故の未然防止を目的とした機器ベンダーとの情報共有等は、各社にお
けるガバナンスの在り方でもあると考えられるが、通信設備に対するリスク
管理を機器ベンダーとの契約で求めているのか。 

【3】事故は起こるという前提で、事故発生後、いかに利用者に周知し、いか
に収束させるかが重要。どの事業者もこれらに真摯に取り組み、業界全体で
情報共有し対応するための知識が蓄積していることを評価したい。 

【4】ＭＶＮＯ等の小規模事業者が事故を起こした場合の事業者間ローミング
等の手当は、十分に講じられているか。 

 
＜担当部局＞ 
【1】基本的には各社からの報告書で確認しているが、必要があれば制度的に
は立入検査も可能。一定程度対策が講じられたと認められる段階になれば、
電気通信事故検証会議に報告をいただくこととなる。 

【2】利用者に安心・安全なサービスを提供するという観点で必要なものにつ
いては、事業者自らのガバナンスの中で機器ベンダーとの当該契約の締結の
要否を検討してもらい、その客観性を外部モニタリングで点検することとし
ている。 

【3】大きな技術革新がある時期に事故は増える傾向にあり、最近の事故は直
接的な要因はヒューマンエラーや設備の故障などだが、間接的な要因として
５Ｇやクラウド化のような技術の進展がある。通信サービスが様々な社会経
済活動の根幹となる中、事故の影響も非常に大きくなっており、可能な限り
事故を発生させず、また事故の影響が最小化できるよう、事業者と連携しモ
ニタリングやガバナンスの強化等を進める必要がある。 

【4】事故の原因はネットワークにあることが多く、電気通信回線設備を持た
ないＭＶＮＯ単独の事故はあまり想定されていないが、事業者間ローミング
については、ＭＶＮＯ利用者も含めてサービス提供が可能となるよう、関係
者と調整している。 
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２ 令和５年９月１５日 第２３５回委員会  

総合通信基盤局から「接続料の算定等に関する研究会第七次報告書の概要」に
ついて説明を受け、意見交換を行った。 
 

 
 

総務省「接続料の算定等に関する研究会」第七次報告書について、報告書の
次の内容のうち 1、3～5について、資料に基づき概要の説明があった。 
1. 卸協議の適正性の確保に係る制度整備 

指定電気通信設備を用いる卸役務の提供に係る協議が実質的・活発に行
われるための環境整備を図る電気通信事業法の一部改正（令和４年６月成
立、令和５年６月施行）の施行に向けて、規制対象となる卸役務（特定卸
役務）の範囲や協議における提示を義務づける情報の範囲等について整理
したことについて説明があった。 

2. 卸検証ガイドラインに基づく検証 
3. 着信事業者が設定する音声接続料の在り方 

接続料を互いに支払わない「ビル＆キープ方式」の導入も含め、音声接
続料の在り方について検討したことについて説明があった。 

4. 接続料等と利用者料金の関係の検証（スタックテスト） 
移動通信分野において、スタックテストの実施手法に関する指針を策定

し、当該指針に基づき、ＭＶＮＯから要望が寄せられたサービス等につい
て、検証を行う合理性を議論するとともに、ＭＮＯによる検証の結果の妥
当性を確認したことについて説明があった。 

5. モバイル接続料の適正性向上 
令和４年度の移動通信分野の届出接続料の検証を踏まえ、予測値の算定

方法、原価、利潤及び需要について、接続料算定方法の更なる精緻化等を
議論したことについて説明があった。 

6. ５Ｇ（ＳＡ方式）時代におけるネットワーク機能開放 
7. 固定通信分野の接続料における報酬額の算定方法 
8. 加入光ファイバの残置回線に係る接続料算定方法 
9. 加入光ファイバ等の提供遅延 
 
 

 
＜委員会＞ 
【1】特定卸役務の提供義務や情報提示義務を課す改正法の施行により、事業
者間協議等は活発になっているか。今後どのような方法で協議状況を把握す
るのか。 

【2】特定卸役務に関して提示される情報の範囲について、固定通信分野では
接続料相当額の水準を示す指数の提示が、移動通信分野では接続料相当額の
提示が、それぞれ義務付けられているが、両分野でその提示内容に差異があ
るのはなぜか。 

委員会等の主な質問・コメント等 

説明の概要 
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【3】卸料金と接続料相当額との差分で回収が見込まれている費用項目を提示
させることにより卸料金の低廉化を促すためには、卸役務の個別の費目及び
その額を提示させる方法が相応しいと思われるが、そうしなかったのはなぜ
か。 

【4】現行の接続制度では、非指定電気通信設備に係る接続料は、非指定電気
通信設備設置事業者の言い値になる可能性はないか。非指定電気通信設備に
係る接続料について、電気通信事業法に基づく規制はないのか。 

【5】ビル＆キープ方式を既に導入した事例はあるか。また同方式の導入に向
け、何か大きなハードルは存在するか。 

 
＜担当部局＞ 
【1】特定卸役務に係る事業者間の協議状況は具体的には把握していないが、
制度改正の効果を見極めるためにも状況を注視したい。状況把握の場として
は本研究会も候補の一つである。 

【2】固定通信分野と移動通信分野で提示すべき情報に差が生じるのは、接続
料算定方法の相違に起因すること等による。 

【3】卸役務の提供契約の締結は、基本的には相対契約によるものである中、
協議の円滑化に資するものとして、提示義務の内容を整理した。今後、事業
者間協議がどの程度進展するか状況を注視し、必要に応じて更なる制度整備
も検討したい。 

【4】非指定電気通信設備に係る接続料は原則として事業者間協議で決めるこ
ととされているが、電気通信事業法において全く規制がないわけではなく、
接続料の水準に関して協議が整わない場合、一方の当事者から総務大臣への
裁定申請が可能であり、また、その接続に係る業務の方法等について同法第
29 条第１項に掲げる事由に該当する場合は、総務大臣が業務改善命令を行
うことが可能である。 

【5】非指定電気通信設備に係る接続については、総務省に接続協定等を届出
する必要がないため、非指定電気通信設備に係るビル＆キープの導入事例は
承知していない。導入に際しては、小規模事業者への影響等が検討課題とな
っている。 
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３ 令和５年１１月１５日 第２３６回委員会  

総合通信基盤局から「電気通信事業分野における市場検証（令和４年度）年次
レポートについて」について説明を受け、意見交換を行った。 

 
 

以下について、資料に基づき報告の概要説明があった。 
1. 電気通信事業分野における市場検証の概要 
2. 電気通信事業分野における市場動向の分析結果 

市場動向の分析にかかる重点的検証に関する項目として①、②、定期的・
継続的に行っている実態把握の項目として③～⑥について検証を実施。 
 移動系通信市場を巡る市場環境の変化の影響（重点的検証項目） 
 ローカル５Ｇ事業における実態の把握（重点的検証項目） 
 移動系通信市場 
 固定系通信市場 
 法人向けサービスの実態把握 
 研究開発競争の状況の把握 

3. 電気通信事業者の業務の適正性等の確認結果 
事業法に基づく禁止行為規制や、これまでの各関係事業者に対する各種要

請文書で記載された検証項目に基づき、①～④のとおり検証を実施。 
 客観的・定量的なデータ等に基づく市場支配的な電気通信事業者による

不当に優先的な取扱い等の有無等の検証（重点的検証項目） 
 市場支配的な電気通信事業者に対する禁止行為規制に関する遵守状況

等の確認（固定系、移動系） 
 ＮＴＴグループに対する公正競争条件の遵守状況等の確認 
 未指定事業者に対するグループ内事業者への優先的な取扱い等につい

ての把握・検証 
4. ＮＴＴドコモにおける組織再編に係る検証結果 
5. 参考資料（令和５年度における市場検証の概要、実施スケジュール） 
 
 

 
＜委員会＞ 
【1】「携帯電話向け通信サービスの契約数の推移」において、ＭＮＯとＭＶＮ
Ｏとの差が拡大しているが、どのような理由によるものか。 

【2】「通信モジュール市場」と法人向けサービス市場の「ソリューション」を
書き分けているのはなぜか。 

【3】「ＮＴＴドコモにおける組織再編に係る検証結果」について、グループ外
の事業者との合併の場合、電気通信事業法では事前規制の手続は用意されて
いるか。独禁法上の合併規制との関係はどうなっているのか。 

【4】ＮＴＴドコモに関する組織再編の検証は、規制体系の中でどのような位
置付けか。仮に公正競争上問題があると認められた場合には、どのような措

委員会等の主な質問・コメント等 

説明の概要 
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置を執ることが想定されているか。 

【5】ＮＴＴレゾナントがＮＴＴドコモとは異なる市場で提供していたサービ
スについて、合併後の公正競争の影響は検証されているか。関連する市場で
あれば、抱き合わせサービス等の形で影響があり得るが、その辺りの整理は
いかがか。 

【6】「研究開発競争の状況の把握」において、研究開発が特定の社に集中して
いる状況について、どのように捉えているか。 

【7】ＮＴＴ法において、ＮＴＴは研究開発が義務付けられているのか。 

【8】楽天の研究開発費には通信以外も含まれていると考えられるが、電気通
信関連の研究開発費のみを比較した方が適切ではないか。また、開発と研究
を区別した方が、各費用の位置付けがよく分かるのではないか。 

 
＜担当部局＞ 
【1】ＭＮＯが複数の廉価サービスを提供するようになり、ＭＶＮＯの料金と
近接するといった市場環境が背景にあるのではないかと推測される。 

【2】法人向けサービス市場では、通信モジュールの販売だけでなく、通信モ
ジュールとソリューションサービスをセットで販売するケースがあり、「ソ
リューション」という区分を設けている。 

【3】電気通信事業法における登録の更新の制度は、電気通信事業者がグルー
プ外の事業者と合併を行った場合にも適用されるが、合併自体を直接、事前
に規制する規定はない。また独禁法の規制は電気通信事業法とは別の観点か
ら設けられている。 

【4】ＮＴＴドコモに関する組織再編の検証は、「電気通信事業分野における市
場検証（令和３年度）年次レポート」に基づき実施したもの。検討の結果、
公正競争を担保するための対応が必要な場合には、電気通信事業法又はＮＴ
Ｔ法の各条に基づく要請・行政指導の実施やＮＴＴ法第１６条に基づく監督
命令などを行うことも想定される。 

【5】今回の組織再編による市場への影響については、移動系通信市場のほか、
ＯＣＮとの関係ではＩＳＰ市場、ＯＣＮ光との関係ではＦＴＴＨ市場につい
て、それぞれ検証を行い、総じて大幅なシェアの変動は見られなかったとし
ている。今後、公正競争上の影響を注視していく必要がある。 

【6】電気通信市場検証会議では、特定の社に研究開発が集中し他社と差分が
生じている状況についての議論は特段なかった。 

【7】ＮＴＴ法では、ＮＴＴの責務として研究開発の推進が規定されている。 

【8】電気通信関連のセグメントによる研究開発データを比較する点は、来年
度以降の検証の参考としたい。また研究と開発との費用区分については、実
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際にデータを収集する際にどのように区分できるか確認し、来年度以降の検
証に生かしたい。 
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４ 令和５年１２月１８日 第２３７回委員会  

総合通信基盤局から「日々の生活をより豊かにするためのモバイル市場競争促
進プラン」について説明を受け、意見交換を行った。 
 
 

 
モバイルは、技術革新のスピードが速くイノベーションが生じやすく、何よ

りも国民の日々の生活に密着した不可欠なもの。モバイルが納得感のある料金
で良質なサービスとなれば、日々の生活はより豊かになる。 
このために総務省は、閣議決定された経済対策を踏まえたモバイル市場競争

促進プランを着実に実施することを令和５年１１月に公表した。その内容は、
以下の三つを柱としている。 

 
1. 納得感のある料金・良質なサービスの実現 

○ 中古端末の安心・安全な流通を促進するため、中古端末の民間事業者
団体の取組をサポート。 

2. 事業者間の乗換えの円滑化の加速 
○ ＭＮＰワンストップ化等の新制度により、いつでも自由に容易な手続

で料金プランの変更ができるようになったこと等の国民理解の向上を
図るため、メディア等を活用した配信等の周知広報を実施。 

○ 令和５年５月２４日にＭＮＰワンストップを開始したが、現時点で対
応している事業者は６社にとどまっている。ＭＮＰワンストップ化を
推進するため、ＭＮＰワンストップ対応事業者の拡大を推進する。 

3. 事業者間の公正な競争環境の整備の促進 
○ 通信料金・端末料金の分離に係る規制対象から、独立系ＭＶＮＯを除

き大手ＭＮＯと独立系ＭＶＮＯとの適正な競争関係を確保する制度改
正を年内に実施。具体的には、ＭＶＮＯに係るシェアの基準を０．７％
から４％に変更。 

○ データ接続料の一層の低廉化（２０２５年度までに２０２３年度当初
から約３割低減化）。 

 
 

 
＜委員会＞ 
【1】日本の携帯市場は特定メーカーの端末（ｉＰｈｏｎｅ）の人気が高く、
比較的新しいモデルを消費者が追いかける市場。消費者が望む端末の提供が
ないと料金・サービスの競争効果が働かないのではないか。また、独立系Ｍ
ＶＮＯへの端末供給はＭＮＯと同等となっているか。 

【2】ＭＮＰワンストップを周知するだけでは高齢者には事業者間乗換えのハ
ードルが高い。乗換えや残債等について幅広く相談でき、アドバイスが受け
られる相談窓口が重要ではないか。販売代理店以外の相談窓口の設置を検討
してはどうか。 

委員会等の主な質問・コメント等 

説明の概要 
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【3】ＭＮＰワンストップは、利用者のニーズに基づくものか。それともＭＶ
ＮＯの要望によるものか。 

【4】ＭＮＰワンストップの対応事業者が現状６社に限られているのはなぜか。
ＭＮＰワンストップ対応事業者の拡大予測などがあれば伺いたい。 

【5】通信・端末分離規制の対象となるＭＶＮＯのシェア基準を０．７％から
４％に変更するということだが、その理由とシェアを基準とした理由を伺い
たい。また、当該基準を４％にした場合の対象企業数は、どのようになるの
か。 

【6】ネットワークのトラヒック増加に伴い設備投資が必要となる中で、デー
タ接続料の３割減はどのように達成される見込みなのか。一方、卸料金は高
止まり感があるが、何か対応を検討しているか。 

 
＜担当部局＞ 
【1】幅広い端末が提供される環境が重要であり、中古端末だけでなく、高機
能で高価格な端末も提供されるよう現在議論をしている。また、数の上では
ＭＮＯ４社による端末供給が多いが、今後、独立系ＭＶＮＯの端末供給が増
え、競争が活性化することを期待。 

【2】利用者が契約内容について相談できる場は重要であり、携帯電話事業者
の取組を引き続き注視したい。利用者が事業者と接する場として販売代理店
は重要であり、ＭＮＯによる販売代理店への指導義務が適切に果たされるこ
とを期待。 

【3】ＭＮＰワンストップは、事業者間の乗換えがより容易になってほしいと
いう利用者からの要望を受けたもの。 

【4】ＭＮＰワンストップ対応の事業者が限られているのは、対応に費用がか
かることによるものと考えられる。システム更改のタイミングにあわせる事
業者もあると聞いており、幅広い事業者に対応いただけるよう引き続き働き
かけを行いたい。大手のＭＶＮＯについては、対応時期を公表できるよう調
整を進めている。 

【5】規制対象事業者については、電気通信事業法で市場シェアを基準とする
こととされている。４％という市場シェアは、過去、楽天モバイルの価格改
定時に市場に対して一定の影響があったとの議論があり、その際の楽天モバ
イルのシェアを踏まえたもの。今回の改定により規制対象事業者数は、３０
社から２８社へと２社減少する。 

【6】データ接続料の３割減については、ＭＮＯ３社から提出のあった将来原
価方式に基づく予測値を単純平均したものであり、２０２３年度から２０２
５年度にかけてデータ接続料が３割減少する結果となった。卸料金について
は、接続料とは異なり原価ベースで算定するという規制はないが、令和４年
の改正電気通信事業法により、卸料金と接続料相当額との差分で回収が見込
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まれている費用項目について情報提示義務が設けられており、今後の状況を
注視したい。 
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第２章 周知広報、利便性向上等のための取組 

 

委員会の認知度及び利便性の向上等のため、次の取組を行った。 
 
１ 電気通信事業業界団体等との意見交換 

（一社）テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会、（一社）モバイル・コンテ
ンツ・フォーラム等の業界団体と意見交換を実施し、電気通信紛争処理委員会
の役割、機能、実績等について紹介するとともに、最新の業界動向や電気通信
紛争にかかるニーズ等について情報収集を行った。 

 
２ 総合通信局等を通じた周知 

総合通信局総務課長会議等を通じて、総合通信局等に委員会リーフレットの
配布を行うとともに、管区内の通信・放送事業者を対象に積極的にリーフレッ
トの展開を行うよう呼びかけた。 

 
３ 研修における委員会業務説明 

ＯＤＡの一環としてＪＩＣＡが実施するエチオピアへの国別研修「通信規制
分野における技術・管理運営能力強化」において、委員会の機能、あっせん・
仲裁手続の概要、紛争処理の実績・事例研究、事業者等相談窓口等について、
事務局職員による講義を行った。 

 
４ 電気通信紛争処理マニュアルの改定 

委員会が関係する紛争解決のための制度の手続の解説と実際に処理した事
例の紹介をまとめた「電気通信紛争処理マニュアル－紛争処理の制度と実務－」
について、令和５年度の電気通信事業法改正に関する内容を盛り込むとともに、
関係資料の現行化等を行い、７月に委員会ホームページに掲載し、製本した冊
子を総合通信局等に配布した。 

 
５ 電気通信事業者への資料の送付 

所管部局に依頼し、全国の届出電気通信事業者に対し、委員会が取り扱う事
案及び事業者等相談窓口等を記載した資料を送付した。 
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６ 日本語版・英語版ホームページの改定 

日本語版ホームページについて、「よくある質問」コーナーの拡充や委員会
開催状況のレイアウト整理等により内容の充実化・見やすさの改善を図るとと
もに、英語版ホームページについて、情報の更新やデータの追加等を進めた。 
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第３章 委員会に関係する制度改正等 

 

○ 電気通信事業法の一部改正及びその施行に伴う電気通信紛争処理マニュア

ルの改定 

（１）特定卸電気通信役務の協議に係る適正性確保のための委員会諮問事項の

追加 

 ・ 指定電気通信設備（以下「指定設備」という。）を用いた卸電気通信役
務（以下「指定設備卸役務」という。）のうち、多くの電気通信事業者が提
供を受けている光サービス卸やモバイル音声卸については、長期にわたり
卸料金が高止まりしている点が指摘されていたこと等を踏まえ、指定設備
卸役務の提供について、引き続き相対契約を基本としつつも、指定設備を
設置する電気通信事業者（以下「指定設備設置事業者」という。）に対し、
当該事業者の交渉上の優位性や卸先事業者との間の情報の非対称性を是
正し、より協議が実質的・活発に行われるための環境整備として、指定設
備卸役務に係る新たな規律を整備するため、電気通信事業法の一部が改正
され、令和５年６月１６日に施行された。 

 ・ 委員会と関連深い改正内容としては、①正当な理由のない限り特定卸電
気通信役務（指定設備卸役務のうち、電気通信事業者間の競争関係に及ぼ
す影響が少ないもの以外のものをいう。以下同じ。）を提供する義務及び
②卸先事業者の求めに応じ、卸先事業者に情報（料金の算定方法等一定の
協議の円滑化に資する事項）を提示する義務（以下「情報提示義務」とい
う。）の新設である。 

 ・ ①については、電気通信事業者が特定卸電気通信役務の提供に関する契
約の締結を申し入れたにもかかわらず、指定設備設置事業者がその協議に
応じず、又は協議が整わなかった場合で、当該契約の締結を申し入れた電
気通信事業者から申立てがあったときに、総務大臣が協議開始・再開命令
を発する場合には、総務大臣は委員会に諮問することを要するものである。 

 ・ ②については、指定設備設置事業者が情報提示義務に違反したときに総
務大臣が業務改善命令を発する場合には、総務大臣は委員会に諮問するこ
とを要するものである。 
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（２）電気通信紛争処理マニュアル等の改定 

・ 改正法を受け、電気通信紛争処理マニュアル中、「第Ⅰ部 手続解説」
において、「総務大臣からの諮問に対する審議・答申」の対象である「接
続協議等の対象となる協議命令」に「特定卸電気通信役務の提供に関する
契約」を、同じく「委員会に諮問がなされる命令等」に、「特定卸電気通信
役務に係る情報提供義務に違反した場合の当該役務を提供する電気通信
事業者への業務改善命令」を追加した。 

・ このほか、改正法を受け、電気通信紛争処理委員会の手続のオンライン
による実施要領（令和４年３月２２日電気通信紛争処理委員会決定第一号）
を更新した。 
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電気通信紛争処理委員会の概要

■委員・特別委員
委員会は、通信・放送事業者間の紛争事案を専門的に取り扱うため、委員5人をもって組織されている。
この委員の他にあっせん・仲裁に参与させ、または裁定や命令に係る諮問、大臣への勧告に係る審議については専門的見地から
調査審議させるため、特別委員を置いている。

■委員会の設置
平成13年(2001年) 11月、電気通信事業法の改正により、電気通信事業者間の接続等に関する紛争を迅速・公正に処理する
専門的組織として設置 (⇒設置当初の名称は「電気通信事業紛争処理委員会」)

(紛争処理機能の拡充)
平成20年(2008年) 4月 電波法の改正により、無線局の開設・変更に伴う混信等防止措置の協議が不調となった場合の委員会による

あっせん・仲裁の追加
平成23年(2011年) 6月 放送法の改正により、ケーブルテレビ事業者と地上テレビジョン放送事業者との間における再放送同意の協議が

不調となった場合の①委員会によるあっせん・仲裁や②裁定を委員会への諮問事項に追加 (⇒「電気通信紛争
処理委員会」に名称変更)

令和4年(2022年) 10月 電波法の改正により、携帯電話用周波数の再割当を行う場合において、事業者間の終了促進措置の協議が不調
となった場合の委員会によるあっせん・仲裁の追加

電気通信紛争処理委員会

○委員会の事務を処理するために、委員会に事務局を設置
○事務局は、通信・放送事業者の監督を担当する部局から独立し、専門性・中立性を確保

事務局 事務局長 (充て職)
参事官 (1人)
上席調査専門官 (2人)
調査専門官 (3人)

委員 特別委員

人数 5人 ― (現状8人)
職区分 非常勤特別職国家公務員(2人以内は常勤可) 非常勤一般職国家公務員

資格 電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者

任命 両議院の同意を得て、総務大臣が任命 総務大臣が任命

任期 3年(補欠は残任期間。再任可) 2年(再任可)
罷免 両議院の同意を得て可 ―
議決権 あり なし

１．電気通信紛争処理委員会の設置・組織
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相 談 事務局に相談窓口を設け、事業者等間の紛争等に関する相談に対応。

２．委員会の機能

通信・放送事業者等 総務大臣

協議命令、裁定

業務改善命令 等

競争ルールの改善等

電気通信紛争処理委員会

他事業者等からの
意見申出

法令違反の状況

・電気通信事業者間
の紛争
・ケーブルテレビ事
業者と地上テレビ
ジョン放送事業者
との間の紛争

等

あっせん・仲裁

審議・答申

勧 告

申 請

申立て

申 請

諮 問

答 申

諮 問

答 申

電気通信事業者間の接続や卸役務の契約等に関する紛争、ケーブルテレビ事業者と地上テレ
ビジョン放送事業者との間の再放送の同意に関する紛争、無線局の開設・変更に伴う混信等
防止措置に関する紛争等に対し、「あっせん」又は「仲裁」を実施。

あっせん・仲裁

総務大臣が、電気通信事業法に基づく接続協定に関する協議命令や裁定、業務改善命令、放
送法に基づく再放送の同意に関する裁定などの行政処分を行う際、諮問を受け、審議・答申。

諮問に対する
審議 ・ 答申

あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等について意見があれ
ば、総務大臣に対し勧告。勧 告

当事者 協議の内容

協議が不調のときの

紛争処理手続

委員会 総務大臣

電気通信事業者間

○ 電気通信設備の接続に関する協定
（電気通信事業法第154条第1項・第155条第1項）

○ 電気通信設備の共用に関する協定
（電気通信事業法第156条第1項）

○ 電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定
（電気通信事業法第156条第1項）

○ 卸電気通信役務の提供に関する契約
（電気通信事業法第156条第2項）

あっせん
仲裁

協議命令
又は
裁定(注)

○ 電気通信役務の円滑な提供の確保のために締結が必要な協定・契約

（電気通信事業法第157条第1項及び第3項）

あっせん
仲裁

－

コンテンツ配信事業者等と
電気通信事業者の間

○ コンテンツ配信事業等（※）を営むに当たって利用すべき電気通信役務の
提供に関する契約
（電気通信事業法第157条の2第1項及び第3項）

（※）電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を
電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
（電気通信事業法第164条第１項第３号）

あっせん
仲裁

－

ケーブルテレビ事業者と基
幹放送事業者との間

○ 地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の再放送に係る同意
（放送法第142条第1項及び第3項）

あっせん
仲裁

裁定(注)

無線局 (※ )を開設・変更
しようとする者と他の無線
局(※)の免許人等との間

○ 混信等の妨害防止のために必要な措置に関する契約
（電波法第27条の38第1項及び第4項）

（※）電気通信業務、放送の業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とする
無線局に限る（電波法第27条の38第1項）

あっせん
仲裁

－

認定開設者又は認定計画
に係る周波数を現に使用し
ている無線局の免許人

○ 終了促進措置に関する契約
（電波法第27条の38第2項及び第4項）

あっせん
仲裁

－

３．紛争の種類と紛争処理手続

注：「協議命令」又は「裁定」の場合は、総務大臣から電気通信紛争処理委員会へ諮問が行われる。
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【相談専用電話】

TEL. 03-5253-5500
［電話受付時間］平日9:30～12:00/13:00～17:00

【相談専用メールアドレス】

soudan@ml.soumu.go.jp

４．事業者等相談窓口の設置

電気通信紛争処理委員会の事務局では、事業者等向けの相談窓口として、専用の電話、
メールアドレスを設け、事業者間での協定・契約に関する協議が難航した場合等の相談に
応じ、アドバイスや参考情報の提供等を幅広く行っている。

● 相談は、委員会のあっせんや仲裁手続の利用を前提とするものではないため、
協議中のものや今後の対応を決めていない案件についても受け付け。

●「あっせん申請が可能な事案かどうか判断がつかない」といった相談や、
「あっせんの手続（制度の概要や申請の方法等）を知りたい」等の問い合わせ
についても幅広く受け付け。

● 相談は、無料・非公開。
● 相談者の了解なしに、相談内容を相手方事業者に伝えることはない。

相談窓口 事業者等相談窓口とは？
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１ あっせん ７２件

２ 仲裁 ３件

３ 諮問・答申 １１件

４ 勧告 ３件

○ 「接続に係る費用負担」に関する件（２件） ○ 「接続に必要な工事」に関する件（１件）

○ 業務改善命令（３件） ○ 接続に関する協議再開命令（３件）

○ 接続協定等の細目に関する裁定（３件） ○ 土地等の使用に関する認可（１件）

○ 地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の再放送の同意に関する裁定（１件）

○ 他事業者によるＮＴＴ局舎の利用に関するルールの整備（１件）

○ 通信事業者間の接続において適正な料金設定を行い得る仕組みの整備（１件）

○ ＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資する措置の検討（１件）

○「接続に係る費用負担」に関する件（３９件） ○「接続に必要な工作物の利用」に関する件（５件）

○「接続の諾否」に関する件（５件） ○「設備の利用・運用」に関する件（２件）

○「接続協定の細目」に関する件（２件） ○「接続に必要な工事」に関する件（１件）

○「卸電気通信役務の提供のための契約の細目」に関する件（８件）

○「電気通信役務の提供に係る契約の取次ぎ」に関する件（２件）

○「地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の再放送に関する同意」に関する件（８件）

（※いずれも、他方事業者が申請を行わず、仲裁は不実行。その後、あっせんや大臣命令に移行。）

これまでの紛争処理の概況

注1：「合意が成立し解決」は、当事者間の協議により解決した事件19件及びあっせん案の受諾により解決した事件28件の合計。
注2：申請取下げ・打切り後に当事者間の協議により解決した事案を除く。
注3：「不実行」とは、一定の場合（他方当事者があっせんを拒否した場合、相手の社会的信用の低下を目的としていると認められる場合等）に委員会があっせんしないこと。

（参考）紛争処理件数の内訳

２ あっせんの紛争内容１ 紛争処理等の年度別件数

３ あっせんの処理結果

不実行 (注3)
6件 (8.3％)

合意が成立し解決 (注1)

47件(65.3%)
合意に至らず（注2）
（申請取下げ・打切り）
19件(26.4%)

接続に係る

費用負担
39件（54.2％）

接続の諾否
5件（6.9％）

接続に必要な
工作物の利用

5件（6.9％）

卸電気通信役務の提供
のための契約の細目

8件（11.1％）

設備の利用・運用
2件（2.8％）

接続協定の細目
2件（2.8％）

接続に必要な工事
1件(1.4％）

地上基幹放送の
再放送の同意
8件（11.6％）

契約締結の媒介
その他の業務委託

2件（2.8％）

5

19

1

4 3

14

2 3

7

3
4

1
2

1
3

1
2

3
2

1 1 1 1 1 11 1 1

59

34
40

57

17
15

7

10

26

36

22

17

10

7

13

7

11
10

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R５

あっせん 仲裁 諮問・答申 勧告 相談

注：相談件数は、１８年度以降のもののみ
集計。同一案件に係る複数回の相談
（電話・メール・来訪等）を含む。



これまでの紛争処理終了案件の一覧 

Ⅰ あっせん・仲裁 

１ あっせん 

【電気通信事業法関係】 

（１）接続の諾否に関する紛争

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１４年 (争 ) 

第５号 

H14.2.13 申請 

H14.3.6 終了 

彩ネット(株) 彩ネット(株)によるNTT東日

本の中継光ファイバとの接

続 

合意により解決 

NTT東日本 

平成１６年 (争 ) 

第３号～第４号 

H16.8.31 申請 

H16.11.1 終了 

ソフトバンク

BB(株)
ソフトバンクＢＢ(株)による

NTT東日本及びNTT西日

本の中継光ファイバとの接

続

合意により解決 

※あっせん案受諾NTT東日本 

NTT西日本 

平成２１年 (争 ) 

第１号 

H21.9.15 申請 

H22.1.21 終了 

関西ブロード

バンド(株) 
関西ブロードバンド(株)によ

るNTT西日本の中継光ファ

イバとの接続

合意により解決 

※あっせん案受諾
ＮＴＴ西日本 

平成２１年 (争 ) 

第３号 

H21.12.28 申請 

H22.1.15 終了 

生活文化セ

ンター(株) 生活文化センター(株)によ

るＮＴＴドコモとのレイヤ２等

での接続 

あっせん不実行 

（参考）本件終了後の経過 

総務大臣の接続協議 

再開命令申立て ＮＴＴドコモ 

（２）接続に係る費用負担（接続料及び網改造料等）に関する紛争

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１４年 (争 ) 

第６号 

H14.2.25 申請 

H14.3.12 終了 

彩ネット(株) 彩ネット(株)によるNTT東日

本に対する網改造料の支

払義務の有無 

合意により解決 

※あっせん案受諾
NTT東日本 

平成１４年 (争 ) 

第９号～第２３号 

H14.7.4 申請 

H14.7.23 終了 

Ａ社 
Ａ社によるＶｏＩＰサービスに

係るＢ社等各社との接続に

関する事業者間精算の方

法 

合意により解決 

※あっせん案受諾
Ｂ社等各社 

平成１６年 (争 ) 

第５号～第６号 

H16.12.17 申請 

H17.2.22 終了 

NTT東日本 

NTT西日本 
NTT東日本及びNTT西日

本による法人向けＩＰ電話

網と平成電電(株)電話網と

の接続条件（接続料等） 

合意により解決 

 (参考)本件申請前の経緯 

仲裁申請（仲裁不実行） 平 成 電 電

(株) 
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事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１７年 (争 ) 

第２号～第３号 

H17.7.8 申請 

H17.10.4 終了 

Ａ社 
Ａ社によるＢ社及びＣ社と

の接続に関する網改造の

費用負担（ソフトウェア開発

費用全額の預託金） 

合意に至らず申請取下げ 
Ｂ社 

Ｃ社 

平成１８年 (争 ) 

第１号～第１４号 

H18.8.9 申請 

H19.3.27 終了 

Ａ社等各社 Ａ社等各社によるＢ社との

接続に関する網使用料の

費用負担 

合意に至らず申請取下げ 

Ｂ社 

平成２１年 (争 ) 

第２号 

H21.10.27 申請 

H22.1.14 終了 

(有)ナインレ

イヤーズ
(有)ナインレイヤーズによる

NTT西日本との接続に係る

債権保全措置の要否 

合意により解決 

ＮＴＴ西日本 

平成２３年 (争 ) 

第１号 

H23.5.18 申請 

H24.1.23 終了 

ＮＴＴドコモ ＮＴＴドコモによるソフトバン

クモバイル(株)の接続料の

算定根拠の開示

あっせん打切り 
ソフトバンク

モバイル(株)

平成２３年 (争 ) 

第２号 

H23.6.9 申請 

H24.1.23 終了 

ソフトバンク

モバイル(株)
ソフトバンクモバイル(株)に

よるＮＴＴドコモの接続料の

再精算等

あっせん打切り 

ＮＴＴドコモ 

平成２３年 (争 ) 

第３号～第４号 

H23.6.9 申請 

H24.2.21 終了 

ソフトバンク

テレコム(株)
ソフトバンクテレコム(株)に

よるNTT東日本及びNTT西

日本との接続に係るジャン

パ工事費の見直し

合意により解決 
NTT東日本 

NTT西日本 

（３）接続のための工事・網改造等に関する紛争

ア 接続に必要な工事

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１４年 (争 ) 

第２号 

H14.2.12 申請 

H14.4.9 終了 

ビー・ビー・

テクノロジー

(株)

ビー・ビー・テクノロジー(株)

によるNTT西日本の端末回

線との接続に必要なＭＤＦ

ジャンパ工事の方法 

あっせん打切り 

（参考）本件終了後の経過 

仲裁申請（仲裁不実行） 

総務大臣の接続協議 

再開命令申立て 
NTT西日本 

イ 設備の利用・運用

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１４年 (争 ) 

第７号～第８号 

H14.4.30 申請 

H14.5.10 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社及びＣ社の

設備に対する工事（Ａ社の

上位プロバイダ変更に伴う 

ＩＰアドレス設定変更）の早

期実施 

合意により解決 Ｂ社 

Ｃ社 
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ウ 接続協定の細目

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１９年 (争 ) 

第１号～第２号 

H19.3.23 申請 

H19.4.5 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社及びＣ社と

のジャンパ線切替工事等に

関する接続協定の細目等 

あっせん不実行 Ｂ社 

Ｃ社 

（４）接続に必要な工作物の利用（コロケーション等）に関する紛争

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１３年（争）

第１号 

H13.12.27 申請 

H14.1.25 終了 

Ａ社 
Ａ社による自社伝送路と他

事業者が設置する伝送装

置との間の接続(横つなぎ)

に必要なＢ社のコロケー

ションスペースの利用

合意により解決 

Ｂ社 

平成１４年 (争 ) 

第１号 

H14.2.1 申請 

H14.2.14 終了 

イー・アクセ

ス(株)

イー・アクセス (株 )による

NTT東日本のコロケーショ

ンスペース、電源及びＭＤ

Ｆの利用

合意により解決 

（参考）本件に関連した措置 

総務大臣に対する勧告 NTT東日本 

平成１４年 (争 ) 

第３号 

H14.2.12 申請 

H14.2.26 終了 

イー・アクセ

ス(株)
イー・アクセス (株 )による

NTT西日本のコロケーショ

ンスペース、電源及びＭＤ

Ｆの利用等

合意により解決 

NTT西日本 

平成１４年 (争 ) 

第４号 

H14.2.13 申請 

H14.4.2 終了 

イー・アクセ

ス(株)

イー・アクセス (株 )による

NTT西日本のコロケーショ

ンスペース、電源及びＭＤ

Ｆの利用

合意により解決 

※あっせん案受諾
NTT西日本 

平成１５年 (争 ) 

第２号 

H15.6.11 申請 

H15.6.25 終了 

平 成 電 電

(株) 平成電電(株)によるNTT東

日本の設備（ＭＤＦ）の利用 
合意により解決 

NTT東日本 

（５）卸電気通信役務の提供のための契約の細目に関する紛争

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成２５年（争） 

第１号 

H25.10.30 申請 

H26.2.13 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社との卸電気

通信役務の提供に係る料

金等の見直し 

合意により解決 

※あっせん案受諾
Ｂ社 

平成２７年（争） 

第１号 

H27.3.10 申請 

H27.3.23 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社との卸電気

通信役務の提供に係る契

約の延長 

あっせん不実行 

Ｂ社 
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事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成２７年（争） 

第２号 

H27.6.9 申請 

H27.11.24 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社との卸電気

通信役務の提供に係る料

金等の見直し 

合意により解決 

Ｂ社 

平成２８年（争） 

第１号 

H28.4.25 申請 

H28.12.28 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社との卸電気

通信役務の提供に係る契

約の締結等 

合意により解決 

※あっせん案受諾及び当事

者間による合意Ｂ社 

平成２８年（争） 

第２号 

H28.12.2 申請 

H28.12.15 終了 

Ａ社 Ａ社によるNTTコミュニ

ケーションズ(株)との卸電

気通信役務の提供に係る

料金等の見直し

あっせん不実行 NTTコミュニ

ケーションズ

(株)

令和４年（争）  

第１号～第３号 

R4.7.8 申請 

R4.11.18 終了 

Ａ社等 Ａ社等によるB社との卸電

気通信役務の提供に係る

料金等の見直し 

合意により解決 

※あっせん案を踏まえ、両

当事者間で合意が成立B社 

（６）契約締結の媒介その他の業務委託に関する紛争

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１７年 (争 ) 

第１号 

H17.4.14 申請 

H17.5.13 終了 

イー・アクセ

ス(株)
イー・アクセス (株)による

NTT西日本とのフレッツ

サービス受付業務の再開

合意により解決 

NTT西日本 

平成３０年（争）

第１号 

H30.10.9 申請 

H30.11.6 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社との取次代

理店契約等に関する手数

料 

あっせん不実行 

Ｂ社 
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【放送法関係】 

地上基幹放送の再放送の同意に関する紛争 

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成２３年（争）

第５号 

H23.7.15 申請 

H24.2.23 終了 

松阪市ケー

ブルシステム 
松阪市ケーブルシステム

によるテレビ愛知(株)の地

上テレビジョン放送の再放

送の同意 

合意により解決 

※あっせん案受諾
テ レ ビ 愛 知

(株)

平成２３年 (争 ) 

第６号 

H23.7.15 申請 

H24.2.23 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社の地上テレ

ビジョン放送の再放送の

同意 

合意により解決 

※あっせん案受諾
Ｂ社 

平成２３年 (争 ) 

第７号 

H23.7.15 申請 

H24.2.23 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社の地上テレ

ビジョン放送の再放送の

同意 

合意により解決 

※あっせん案受諾
Ｂ社 

平成２４年（争） 

第１号 

H24.9.3 申請 

H25.10.31 終了 

Ａ組合 Ａ組合によるＢ社の地上テ

レビジョン放送の再放送の

同意 

合意により解決 

Ｂ社 

平成２４年（争） 

第２号 

H24.9.4 申請 

H25.10.31 終了 

Ａ組合 Ａ組合によるＢ社の地上テ

レビジョン放送の再放送の

同意 

合意により解決 

Ｂ社 

平成２６年（争） 

第１号 

H26.7.23 申請 

H26.10.21 終了 

大分ケーブ

ル テ レ コ ム

(株)

大分ケーブルテレコム(株)

による九州朝日放送(株)

の地上テレビジョン放送の

再放送の同意 

合意により解決 

※あっせん案受諾
九州朝日放

送(株) 

平成２６年（争） 

第２号 

H26.7.23 申請 

H26.10.21 終了 

大分ケーブ

ルネットワー

ク(株)

大分ケーブルネットワーク

(株)による九州朝日放送

(株)の地上テレビジョン放

送の再放送の同意 

合意により解決 

※あっせん案受諾
九州朝日放

送(株) 

平成２６年（争） 

第３号 

H26.7.23 申請 

H26.10.21 終了 

(株)ケーブル

テレビ佐伯

(株)ケーブルテレビ佐伯に

よる九州朝日放送 (株)の

地上テレビジョン放送の再

放送の同意 

合意により解決 

※あっせん案受諾九州朝日放

送(株) 
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２ 仲裁 

【電気通信事業法関係】 

（１）接続に係る費用負担（接続料及び網改造料等）に関する紛争

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１６年(争) 

第１号～第２号 

H16.4.2 申請 

H16.4.27 仲裁 

不実行通知 

NTT東日本 

NTT西日本 
NTT東日本及びNTT西日

本による法人向けＩＰ電話

網と平成電電(株)電話網と

の接続条件（接続料等） 

仲裁不実行 

（参考）本件終了後の経過 

あっせん申請（合意によ

り解決） 
平 成 電 電

(株) 

（２）接続のための工事・網改造等に関する紛争

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１５年（争）

第１号 

H15.2.14 申請 

H15.2.21 仲裁 

不実行通知 

ソフトバンク

BB(株) ソフトバンクBB(株)による

NTT西日本の端末回線と

の接続に必要なＭＤＦジャ

ンパ工事の方法

仲裁不実行 

（参考）本件申請前の経緯 

あっせん申請（あっせん 

打切り） 

（参考）本件終了後の経過 

総務大臣の接続協議 

再開命令申立て 

NTT西日本 
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Ⅱ 総務大臣からの諮問に対する審議・答申 

【電気通信事業法関係】 

（１）接続協定等に関する協議命令

答申日等 事案の概要等 

平成１５年８月２０日

電委第５７号 

H15.7.16 諮問 

H15.8.20 答申 

ソフトバンクBB(株)からの申立てを受けた、DSLサービス提供のた

めのNTT西日本との接続に関する接続協議再開命令（平成１５年

５月１６日申立て）

<参考>本答申前の経緯 

あっせん申請（あっせん打切り） 

仲裁申請（仲裁不実行） 

平成２２年７月８日 

電委第４２号 

H22.6.29 諮問 

H22.7.8 答申 

生活文化センター(株)からの申立てを受けた、直収パケット交換機

接続（レイヤ２接続）等についての、NTTドコモとの接続に関する接

続協議再開命令（平成２２年１月２５日申立て） 

<参考>本答申前の経緯 

あっせん申請（あっせん不実行） 

平成２９年１月２７日 

電委第４号 

H28.12.8 諮問 

H29.1.27 答申 

日本通信(株)からの申立てを受けた、ソフトバンク(株)が販売した

ＳＩＭロックがなされた端末及びＳＩＭロックがかかっていない端末と

の間の伝送交換を可能とするための、ソフトバンク(株)との接続に

関する接続協議再開命令（平成２８年９月２９日申立て）  

（２）接続協定等に関する細目の裁定

答申日等 事案の概要等 

平成１４年１１月５日 

電委第１１５号 

H14.9.20 諮問 

H14.11.5 答申 

平成電電(株)からの申請を受けた、NTTドコモ等携帯電話事業者

に対する直収発携帯着の利用者料金の設定に関する裁定（平成

１４年７月１８日申請） 

<参考>本答申に関連した措置 

総務大臣に対する勧告 

平成１９年１１月２２日 

電委第６９号 

H19.9.21 諮問 

H19.11.22 答申 

日本通信(株)からの申請を受けた、NTTドコモとの相互接続による

MVNO事業に関する裁定（平成１９年７月９日申請） 

<参考>本答申に関連した措置 

総務大臣に対する勧告

令和２年６月１２日 

電委第３２号 

R2.2.4 諮問 

R2.6.12 答申 

日本通信(株)からの申請を受けた、NTTドコモとの卸電気通信役

務の提供に関する裁定（令和元年１１月１５日申請） 
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（３）土地等の使用に関する協議認可

答申日等 事案の概要等 

平成１４年７月３０日 

電委第９５号 

H14.6.17 諮問 

H14.7.30 答申 

モバイルインターネットサービス(株)からの申請を受けた、無線

LANサービスの役務提供のためのJR東日本の土地等の使用に

関する協議認可（平成１４年３月１９日申請）

（４）電気通信事業者に対する業務改善命令

答申日等 事案の概要等 

平成１４年４月１９日

電委第６０号 

H14.4.18 諮問 

H14.4.19 答申

KDDI(株)に対する、子会社である第二種電気通信事業者を通じた、

地方公共団体に対する届出料金を下回る料金での電気通信役務

の提供についての業務改善命令（平成１４年４月１９日命令） 

平成１６年２月４日 

電委第８号 

H16.1.29 諮問 

H16.2.4 答申

KDDI(株)に対する、子会社であるKCOM(株)を通じた、地方公共団

体に対する届出料金を下回る料金での電気通信役務の提供につ

いての業務改善命令（平成１６年２月５日命令） 

平成２２年２月４日 

電委第１９号 

H22.1.28 諮問 

H22.2.4 答申

NTT西日本に対する、他の電気通信事業者等に関する情報の取扱

いについての業務改善命令（平成２２年２月４日命令） 

【放送法関係】 

地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定 

答申日等 事案の概要等 

平成２５年６月２６日

電委第５４号 

H25.1.30 諮問 

H25.6.26 答申

(株)ひのきによる讀賣テレビ放送(株)の地上テレビジョン放送の再

放送の同意に関する裁定（平成２５年７月２３日裁定）※ 

※ 総務大臣裁定後の経過

・H25. 8. 9：(株)ひのきが、総務大臣に対して一部区域についての不同意裁定の取消しを求める異議申立て。

・H27. 2.25：総務大臣が(株)ひのきからの異議申立てを棄却。

・H27. 6. 2：(株)ひのきが、東京高等裁判所に棄却決定の取消訴訟を提起。

・H29.12. 7：東京高等裁判所が(株)ひのきからの棄却決定の取消請求を認容する判決。

・H30. 9. 6：最高裁判所が国による上告受理申立てを不受理とする旨の決定。

・H30. 9.21：総務大臣が裁定手続きを再開。

・H30.10.25：讀賣テレビ放送(株)が区域外再放送に任意同意したことを踏まえ、総務大臣が裁定の拒否処分。

・H31. 1. 8：(株)ひのきが、総務大臣に対して拒否処分について審査請求。

・R 3. 1.15：総務大臣が (株)ひのきの審査請求を棄却。
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Ⅲ 総務大臣に対する勧告 

【電気通信事業法関係】 

発出 概要等 

平成１４年２月２６日 

電委第３２号 

コロケーションのルール改善に向けた勧告

<参考>本勧告の関連事案 

イー・アクセス(株)によるNTT東日本のコロケーションスペース、

電源及びMDFの利用に関するあっせん申請（合意により解決） 

平成１４年１１月５日 

電委第１１５号 

接続における適正な料金設定が行い得る仕組みの整備の勧告 

<参考>本勧告の関連事案 

平成電電(株)からの申請を受けた、NTTドコモ等携帯電話事業

者に対する直収発携帯着の利用者料金の設定に関する裁定 

平成１９年１１月２２日 

電委第６９号 

接続料金の算定の在り方などMVNOとMNOとの間の円滑な協議

に資する措置の勧告 

<参考>本勧告の関連事案 

日本通信(株)からの申請を受けた、NTTドコモとの相互接続によ

るMVNO事業に関する裁定 

（注）実際の紛争は、内容が複雑に絡み合っており、以上の分類は厳密なも

のではない。 
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紛争処理対象分野の動向

１ 電気通信事業の市場動向

２ 電気通信事業に関する規律

３ 電波利用の動向

４ 放送事業の動向

本編で使用している資料は、総務省情報流通行政局、総合通信基盤局
及び電気通信紛争処理委員会事務局で作成した資料をもとに構成され
ている。 
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(1) 電気通信事業者数の推移

(2) 国内の電気通信業界の主な変遷

(3) 電気通信事業者等の売上高の状況

(4) 電気通信市場における環境変化

(5) ブロードバンドサービスの契約数の推移

(6) 固定通信トラヒックと移動通信トラヒック

(7) 移動系通信の契約数における事業者別シェアの推移

(8) 固定系ブロードバンドサービス契約数における事業者別シェアの推移

(9) MVNOサービスの契約数の推移

(10) MVNOサービスの区分別契約数・事業者数

(11) NTT東西による光回線の卸売サービスの概要

(12) NTT東西による光回線の卸売サービスの契約数

(13) NTT東西による光回線の卸売サービスの卸先事業者数

(14) NTT東西のFTTH契約数及び当該契約数に占める卸売サービスの契約数比率

(15) インターネット附随サービス業

１ 電気通信事業の市場動向

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

・競争原理の導入
・電電公社の民営化

・１種、２種事業区分の廃止
（登録／届出制へ）

・料金・約款規制の原則廃止

・ 昭和60年以降、電気通信事業者数は大幅に増加し、令和６年４月１日現在、２万５５３４者が参入。
・ その大半（約99％）は届出電気通信事業者。

1-1 電気通信事業者数の推移

（注）登録電気通信事業者とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者のうち総務省令で定める規模（端末系伝送路設備の設置の区域が一の市町村（特別区を含
む。）を超えるか、又は中継系伝送路設備の設置区域が一の都道府県を越えるもの）以上の電気通信事業者。
届出電気通信事業者とは、それ以外の電気通信事業者。

(者)

第１種電気通信事業者第１種電気通信事業者

第
２
種
電
気
通
信
事
業
者

登録電気通信事業者登録電気通信事業者

届
出
電
気
通
信
事
業
者

ＮＴＴの再編成

○ 平成１６年３月

第１種電気通信事業者 ４２２者

第２種電気通信事業者 １２，０４４者

合 計 １２，４６６者

○ 昭和６１年４月

第１種電気通信事業者 ７者

第２種電気通信事業者 ２０９者

合 計 ２１６者

○ 令和６年４月１日現在

登録電気通信事業者 ３３８者

届出電気通信事業者 ２５,１９６者

合 計 ２５,５３４者
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2

(平成17年2月ソフトバンクが買収)

(平成18年1月合併)

Ｋ Ｄ Ｄ

日本高速通信(TWJ)

Ｄ Ｄ Ｉ

日本移動通信(IDO)

(昭和28年4月国際電話開始、
平成9年7月国内中継電話開始)

(平成元年9月国内中継電話開始)

(平成元年9月国内中継電話開始)

(平成10年12月合併)

セルラー系７社

(平成13年10月合併) (平成17年10月合併)

(平成2年5月加入電話開始)

日本テレコム

日本国際通信(ITJ)

国際デジタル通信(IDC)

(平成元年9月国内中継電話開始)

(平成3年10月国際電話開始)

(平成3年10月国際電話開始)

(平成9年10月合併)

Ｊフォン

日本テレコム

Ｊフォン ボーダフォン

デジタルホン
(英BTが出資)

(平成13年9月
英ボーダフォンが株式取得)

(平成11年6月英C&Wが買収、社名変更)
ソフトバンクテレコム

(平成17年7月合併)

(平成12年10月DSL事業開始）

(平成16年7月リップルウッドからソフトバンクが買収）

(平成18年10月社名変更)

日本テレコムHD

(平成14年8月HD化) 

ボーダフォンHD

(平成15年12月社名変更) (平成18年4月ソフトバンクが
買収、10月社名変更）

(平成19年3月携帯電話事業開始）

ＤＤＩﾎﾟｹｯﾄ

ソフトバンクBB
(平成13年9月 DSL事業開始)

(平成13年1月DSL事業開始） アッカ・ネットワークス

イー・アクセス
イー・モバイル

パワードコム

(平成19年8月
出資)

UQｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞUQｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

(平成21年6月合併）

ウィルコム

(平成16年10月ｶｰﾗｲﾙが株式取得) (平成22年12月
吸収分割）

(

平
成
12
年
10
月
合
併)

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ

ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ・ﾜｲﾔﾚｽIDC

ＤＤＩﾎﾟｹｯﾄ

(昭和63年アナログ自動車電話開始)

(平成23年3月合併)

沖縄セルラー

沖縄セルラー

KDDI

ジュピターテレコム
(平成9年７月 固定電話事業開始)

JCOM

ジャパン・ケーブルネット
(平成17年12月 固定電話事業開始) (平成25年4月連結子会社化)

(平成26年4月合併)

KDDIグループ

ＢＢテクノロジー ワイモバイル

（
平
成
26
年
６
月
合
併
）ソフトバンクIDC

ソフトバンクモバイル

（平成27年4月
連結子会社化）

(平成15年4月パワードコムと合併・社名変更)

ａｕ ツーカー３社

(昭和61年4月データ伝送事業開始)

日本電気

NECビッグローブ ビッグローブ

(平成29年1月連結子会社化)

ビッグローブ
(平成18年7月分社) (平成26年4月独立・社名変更)東京通信ﾈｯﾄﾜｰｸ(TTNet)

(

平
成
27
年
4
月
合
併)

ソ
フ
ト
バ
ン
ク

ヤフー(平成13年9月データ伝送事業開始)

(平成13年5月英ボーダフォンが株式取得)

(平成15年10 月社名変更)

(平成17年2月社名変更)

(平成19年3月社名変更)

(平成26年7月社名変更)

ソフトバンク

Wireless City Planning

ソフトバンクグループ

(平成25年4月連結子会社化)

LINEヤフー

楽天グループ

楽天コミュニケーションズ

楽天モバイル

(平成13年2月データ伝送事業開始) 楽天コミュニケーションズ(平成19年8月楽天が買収） (平成27年12月社名変更）

(平成30年4月1.7GHz帯開設計画の認定）

(平成26年2月MVNOサービス提供開始）

楽天モバイルネットワーク

(平成21年2月子会社化）

フュージョン・コミュニケーションズ

(平成22年4月メッセージ伝送サービス提供開始）
楽天

LINEモバイル

(

令
和
４
年
３
月
合
併
）

JCOM

(令和３年７月
社名変更)

(平成31年4月吸収分割）

楽天モバイル(平成31年4月社名変更）

(平成28年7月MVNOサービス提供開始)

LINE
(平成25年4月

社名変更)

(令和3年2月
連結子会社化)

(昭和63年5月分割・新設)(昭和63年5月分割・新設)

ＮＴＴ(持株会社)*

(平成4年7月分割・再編)Ｎ
Ｔ
Ｔ

ＮＴＴ東日本（地域）*

ＮＴＴ西日本（地域）*

(平成20年7月 １社に合併)

NTT東日本

NTT（持株会社）

NTT西日本

NTTコミュニケーションズ

NTTドコモ

NTTグループ

NTTデータ

ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（長距離・国際）

(昭和27年8月日本電信電話公社設立)

ＮＴＴドコモ（移動）

エヌ・ティ・ティ・データ

［昭和60年4月民営化］ ［平成11年7月分割・再編］

(令和4年1月ドコモが完全子会社化）

(令和5年7月再編し持株会社化、国内事業吸収分割）

ＮＴＴ Ltd, Inc.（国際）
NTT Ltd, Inc.

(令和元年7月国際事業移管）

ＮＴＴ国際通信（国際）
(令和2年6月社名変更)

ＮＴＴ データ

(令和2年12月 持株が完全子会社化）

(令和5年10月、LINEヤフー（旧ZHD）に吸収合併され、
LINEの事業を吸収分割により承継）

1-2 国内の電気通信業界の主な変遷

（*特殊会社）

昭和６０年から、主要な電気通信事業者の売上高は約５倍に拡大。

ＮＴＴグループのほか、ＫＤＤＩグループ、ソフトバンクグループ等も売上の拡大に貢献。

※ 各事業者の決算資料等に基づき総務省にて作成。
※ 国内事業者（国内事業者の海外子会社を含む）が海外で行う事業の売上を含む。
※ その他には、「電力系通信事業者」「スカパーJSAT㈱」を含む。

1-3 電気通信事業者等の売上高の状況（令和４年度）

0円

5兆円

10兆円

15兆円

20兆円

25兆円

30兆円

昭和60年 令和４年

NTTドコモ：
6兆590億円

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ：
6兆5,704億円

NTT：5兆1,340億円

KDD：2,230億円

NTT東：1兆7,022億円

NTT西：1兆5,016億円

5兆3,570億円

27兆8,811億円

その他：5, 748億円

NTTグループ
13兆1,362億円

KDDIグループ
5兆6,718億円

ソフトバンクグループ

6兆5,704億円

37年

KDDIグループ：
5兆6,718億円

（ＮＴＴ民営化）

NTTｸﾞﾙｰﾌﾟその他：
3兆8,734億円

楽天ｸﾞﾙｰﾌﾟ：1兆9,279 億円
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1-4 電気通信市場における環境変化

固定電話契約数は、２０１２年（平成24年）９月に固定系ブロードバンドに逆転され、１９９７年（平成９年）１１月の
ピーク時（６，３２２万件）の約２５％に減少（１，４６９万契約）。

移動系通信の契約数は、２０００年（平成１２年）１１月に固定電話契約数を抜き、2億契約を超える。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000
固定電話

移動系通信

5世代携帯電話（５Ｇ）及び3.9-4世代携帯電話（LTE）

固定系ブロードバンド

IP電話

90年（西暦）

(万契約）

移動系通信

21,084

固定系ブロードバンド
4,617

IP電話

4,569

固定電話と移動電話が逆転
（2000年11月）

固定電話と固定系ブロード
バンドが逆転（2012年9月）

（携帯電話、PHS、BWA)

（光ファイバ、DSL、ＣＡＴＶインターネット、FWA)

（NTT東西加入電話（ISDNを含む）、直収電話、ＣＡＴＶ電話)

注１：各年は３月末時点の数字。
注２：移動系通信は、2013年度第２四半期以降グループ内取引調整後の契約数、2013年度第４四半期以降は携帯電話、PHSに加えBWAを含む契約数。

５Ｇ、ＬＴＥ

19,715

固定電話
1,469

23.3

2023年３月末時点

22.3

出所：電気通信事業報告規則に基づく報告

1-5 ブロードバンドサービスの契約数の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000
FTTH

ＤＳＬ

ＣＡＴＶ

ＦＷＡ

FWA 0万

FTTH
3,954万

DSL
36万

CATV
628万

FTTHがDSLを逆転
（2008年6月）

01.3 22.3 23.3

※ 各年は３月末時点の数字。
※ 2010年におけるCATVアクセスサービスについては、一部事業者より集計方法の変更が報告された

ため、前年度との間で変動が生じている。
※ FWA:Fixed Wireless Access（固定無線アクセス）
※ DSL:Digital Subscriber Line（デジタル加入者線）

固定系

ＦＴＴＨ（光ファイバ）は、2008年６月にＤＳＬ契約数を超え、
現在、固定系ブロードバンド全体の約86％を占める。

（万契約）

2023年３月末時点

移動系

５世代携帯電話（５Ｇ）及び３．９－４世代携帯電話（ＬＴ
Ｅ）アクセスサービスの契約数は、前年同期比約１.１倍に
増加。
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5,000
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11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000
5世代携帯電話（５Ｇ）及び3.9-4世代携帯電話（LTE）

ＢＷＡ

09.3

（万契約）

５Ｇ、LTE
1億9,715万

BWA
8,428万

※ 各年は３月末時点の数字。
※ BWA：Broadband Wireless Access（広帯域移動無線アクセス）

22.3

2023年３月末時点

23.3

資-17



6.4 6.6 7.0 

0.7 

29.2 
30.5 

34.5 
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19.6%増加

(*1)個人の利用者向け固定系ブロードバンドサービス（FTTH、DSL、CATV及びFWA）
(*2) 一部の法人契約者を含む
(*3) 2011年5月以前は、携帯電話網との間の移動通信トラヒックの一部が含まれる
(*4) 『総務省 我が国の移動通信トラヒックの現状（令和5年9月分）』より引用（3月、6月、9月、12月に計測）
(*5) 2017年5月から協力ISPが5社から9社に増加し、9社からの情報による集計値及び推計値としたため、不連続が生じている
(*6) 2017年5月から11月までの期間に、協力事業者の一部において計測方法を見直したため、不連続が生じている

我が国の移動通信の
アップロードトラヒック(*4)

0.7Tbps

我が国の移動通信の
ダウンロードトラヒック(*4) 

7.0Tbps

我が国の
固定系ブロードバンドサービス

契約者のダウンロード
トラヒック (*3) (*5) 34.5Tbps

（推計値）

我が国の固定系ブロードバンド
サービス契約者の

アップロード
トラヒック (*3) (*5) (*6)

3.7Tbps （推計値）

18.1%増加

14.5%増加

8.0%増加

1-6 固定通信トラヒックと移動通信トラヒック

(Tbps)

○我が国の固定系ブロードバンドサービス(*1)契約者(*2)の総ダウンロードトラヒックは前年同月比18.1%増。
（2023年11月時点）

○我が国の移動通信の総ダウンロードトラヒックは前年同月比19.6%増。 （2023年９月時点）

38.5% 37.7% 37.0% 36.4% 36.1% 35.8% 35.5% 35.3% 34.9%
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移動系通信の契約数における事業者別シェアは、NTTドコモ34.9％、ＫＤＤＩグループ26.8％、ソフトバンク

20.4％、楽天モバイル2.6％。

1-7 移動系通信の契約数における事業者別シェアの推移

【移動系通信】

注１：ＭＮＯが、同じグループに属する他のＭＮＯの提供する移動通信サービスを利用して提供するものを除く。以下このペー
ジにおいて同じ。

注２：「ＫＤＤＩグループ」には、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー及びＵＱコミュニケーションズが含まれる。
注３：ＭＶＮＯのシェアを提供元のＭＮＯグループごとに合算し、当該ＭＮＯグループ名の後に「（ＭＶＮＯ）」と付記して示して

いる。以下このページにおいて同じ。
注４：楽天モバイルが提供するＭＶＮＯサービスは、「ＮＴＴドコモ（ＭＶＮＯ）」及び「ＫＤＤＩグループ（ＭＶＮＯ）」に含まれる。以

下このページにおいて同じ。

（参考） 【 携帯電話 】

注：「ＫＤＤＩグループ」には、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー及びＵＱコミュニケーションズ（2020年度第２四半期まで）が含まれる。

（出典） 電気通信事業報告規則に基づく報告資-18
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1-8 固定系ブロードバンドサービスの契約数における事業者別シェアの推移

固定系ブロードバンドサービスの契約数におけるＮＴＴ東西のシェアは、14.1％。

注１：この事業者別シェアはＦＴＴＨ、ＤＳＬ及びＣＡＴＶインターネット（同軸・ＨＦＣ）を対象としており、ＦＷＡを含んでいない。
注２：「ＫＤＤＩグループ」には、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー、ＪＣＮ、ＣＴＣ、ＯＴＮｅｔ及びＪ:ＣＯＭグループが含まれる。
注３：「その他電力系事業者」には、ＳＴＮｅｔ及びエネコムが含まれる。
注４：括弧内は、卸電気通信役務の提供に係るシェア。
注５：ケイ・オプティコムはオプテージに社名変更（2019年第１四半期）。 （出典） 電気通信事業報告規則に基づく報告
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1-9 ＭＶＮＯサービスの契約数の推移

【ＭＶＮＯサービスの契約数の推移】 【移動系通信の契約数におけるＭＮＯ・ＭＶＮＯ別の純増減数の推移】

※SIMカード型：MNOとは異なる独自の料金プランのデータ・音声
サービスをSIMカードを使用して提供する形態

出典:総務省資料

（参考）直近１年間の純増数
MNO：667万
MVNO：447万

（出典） 電気通信事業報告規則に基づく報告

2023年12月末の契約数は3,322万件（前年同期比＋15.5％）であり、増加している。
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1-10 ＭＶＮＯサービスの区分別契約数・事業者数

【MVNOサービスの区分別契約数】

・契約数が３万以上のＭＶＮＯのサービスの区分別契約数はＳＩＭカード型が1,610万（前期比＋2.1％、前年同期比＋5.8％）、
通信モジュールが1,191万（前期比＋4.4％、前年同期比＋18.7％）となっている。

・一次ＭＶＮＯ※１サービスの事業者数は846（前期比＋17者、前年同期比＋87者）となっている。二次以降のＭＶＮＯ※２サービ
スの事業者数は1,044（前期比＋39者、前年同期比＋70者）となっている。

注１：提供している契約数が３万以上のＭＶＮＯからの報告を基に作成。
注２：それぞれの区分については以下のとおり。
・ＳＩＭカード型：ＳＩＭカードを使用してＭＶＮＯサービスを提供している場合（ＳＩＭカードが製品に組み込まれている場合を含む。）で、

自ら最終利用者に提供しているもの。
・通信モジュール：特定の業務の用に供する通信に用途が限定されているモジュール向けに提供している場合で、自ら最終利用者に提供してい

るもの。
・単純再販：ＭＮＯが提供するサービスと同内容のＭＶＮＯサービスを提供している場合で、自ら最終利用者に提供しているもの。
・その他：「再卸」、「ＳＩＭカード型」、「通信モジュール」及び「単純再販」のいずれにも属さないＭＶＮＯサービス。

【ＭＶＮＯサービスの事業者数】
※１ ＭＮＯから直接回線の提供を受けるＭＶＮＯ。 ※２ ＭＶＮＯから回線の提供を受けるＭＶＮＯ。

注１：ＭＮＯ、一次ＭＶＮＯ及び提供している契約数が３万以上の二次以降ＭＶＮＯからの報告を基に作成。
注２：契約数３万未満である二次以降のＭＶＮＯのみから回線の提供を受けている契約数３万未満のＭＶＮＯの事業者数は含まない。

【ＭＶＮＯサービスの区分別事業者数】

【ＭＶＮＯサービス区分「再卸」の契約数の推移】

（単位：事業者数）

（単位：万契約）

注：提供している契約数が３万以上のＭＶＮＯからの報告を基に作成。

注１：提供している契約数が３万以上のMVNOからの報告を基に作成。
注２：複数のサービスを提供する事業者については、それぞれの区分毎に事業者数を計上している。
注３：括弧内はそれぞれの区分に係るサービスの提供に当たり、MNOから直接回線の提供を受けるMＶNOの事業者数。

（出典） 電気通信事業報告規則に基づく報告
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1044 

846

1-11 ＮＴＴ東西による光回線の卸売サービスの概要

ＮＴＴ東日本・西日本は、平成２７年２月より、光回線の卸売サービスの提供を開始。
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1-12 ＮＴＴ東西による光回線の卸売サービスの契約数

・ＮＴＴ東西による光回線の卸売サービスの契約数は、NTT東西合計で1,702万（2023年12月末）。

・NTT東西別でみると、NTT西日本に比べ、NTT東日本が提供する契約数の方が大きく、全契約数の約59％。

・新規の開通数の割合が徐々に増加しているが、全開通数の約42％が転用※。

【累計開通数の推移】【契約数の推移】

※転用：「フレッツ光」を利用中のユーザーが電話番号等を変更することなく卸先事業者の提供するサービスに切り替えること

（出典） 電気通信事業報告規則に基づく報告
注１：数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計の数値等が一致しない場合がある。
注２：NTT東西において卸解約数の新規・転用別の内訳を集計していないため、卸契約数の新規・転用別の内訳は不明。
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1-13 ＮＴＴ東西による光回線の卸売サービスの卸先事業者数

・ 卸先事業者数は、NTT東西の両者から卸電気通信役務の提供を受けている事業者の重複を排除した
場合では849者。重複を排除しない単純合算の場合では1,269者（2023年12月末）。

・ 卸先事業者の約半数（420者）に対し、NTT東西の両者が卸電気通信役務を提供。

（参考）事業者の分類（主な業種による分類）

●MNO ： ３者
●CATV事業者 ： 87者
●ISP・MVNO事業者 ： 640者
●その他事業者 ： 119者

（出典） 電気通信事業報告規則に基づく報告
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1-14 NTT東西のFTTH契約数及び当該契約数に占めるサービス卸の契約数比率

（出典） 電気通信事業報告規則に基づく報告
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1-15 インターネット附随サービス業

2022年度売上高は、全体では4兆2764億円（前年度比21.9％増）で、前年の最高値を更新。
サービス別でみると、課金・決済代行業（同992.5％増）、情報ネットワーク・セキュリティサービス業
（同156.3％増）が大幅に増加。他方、電子認証業（同72.2％減）、ウェブコンテンツ配信業（同47.6％減）
など、減少しているものも見られる。

（出典） 「情報通信業基本調査」（H26(2014)～2023）（※）に基づき作成
※ 2021年調査までは経済産業省と総務省との共管実施、2022年調査からは総務省単独実施 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/joho/osirase220523.html
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インターネット・オーク

ションサイト運営業

5,774.8億円

13.5%

電子掲示板・ブログ

サービス・ＳＮＳ運営

業

1,747.0億円

4.1%

ウェブコンテンツ配信

業

2,869.1億円

6.7%

クラウドコンピューティング

サービス

5,748.4億円

13.4%

電子認証業

40.2億円
0.1%

情報ネットワーク・

セキュリティサービス

業

3,957.2億円

9.3%
課金・決済代行業

2,157.7億円

5.0%

サーバ管理受託業

290.8億円

0.7%

その他のインターネット

附随サービス

17,824.9億円

41.7%

売上高（サービス別）

総額 42,763.9億円
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(19) コンテンツ配信事業者等に係る紛争

２ 電気通信事業に関する規律

電気通信事業者 第一種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者（固定系）

第二種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者（移動系）

参入・退出規制

外資規制

【参入】

登録 （①端末系伝送路設備の設置区域が一の市町村（特別区を含む。）の区域を超える場合、または②中継系伝送路設備の設置区間が一の都道府県の
区域を超える場合）

上記以外の場合は届出
【退出】

事後届出 （利用者に対しては予め相当の期間をおいて周知が必要）
【外資規制】

なし （NTT持株に対しては3分の1の外資規制）

料金・約款規制

原則として自由

【基礎的電気通信役務（ユニバーサルサービス：国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき役務）】
契約約款の作成、届出

【指定電気通信役務（※1）】
保障契約約款の作成、届出

【特定電気通信役務（※2）】
プライスキャップ規制（上限価格規制）

利用者保護 事業休廃止の際の利用者に対する事前周知義務、電気通信役務の提供条件に関する説明義務、苦情等に関する適切・迅速な処理義務

非
対
称
規
制

接続規制
電気通信回線設備を設置する全ての事業者に対し、接続請求応諾義務

・接続約款の認可、公表
・接続会計の整理 等

・接続約款の届出、公表
・接続会計の整理

行為規制
なし

【禁止行為】
・接続情報の目的外利用・提供 等

【特定関係事業者（NTTコム及びNTTドコモ）との
間の禁止行為】

・役員兼任 等

※適用事業者については、市場シェア等も勘
案して個別に指定（NTTドコモを指定）

【禁止行為】
同左

ユニバーサル

サービス制度

【ユニバーサルサービスの範囲】
加入電話（加入電話に相当する料金で提供される光ＩＰ電話及びワイヤレス固定電話を含む）、第一種公衆電話、事前設置型災害時用公衆電話、緊急通報

【制度の仕組み】

適格電気通信事業者に対し、基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場
合に、その費用の一部に充てるための交付金を交付

2-1 現行の電気通信事業法による規律の概要

（※1）指定電気通信役務＝第一種指定設備を用いて提供する役務であって、他の事業者による代替的な役務が十分に提供されない役務：ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ、専用線、フレッツ光、
ひかり電話、フレッツＩＳＤＮ等

（※2）特定電気通信役務＝指定電気通信役務であって、利用者の利益に及ぼす影響が大きい役務：ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金、通話料・通信料、番号案内料）等



2-2 電気通信事業に関する規律

一般の事業者に対しては、自由で多様な事業展開を可能とするため、新規参入や料金に関する事前規制を緩和

（現在では、利用者向け料金の事前規制は原則撤廃）する一方で、消費者保護ルールを充実。

特定の事業者（主要なネットワークを保有するＮＴＴ東西や携帯電話事業者）に対しては、そのネットワークを利用す

る事業者が公平な条件等でサービスを提供できるよう、接続ルール※１等の公正競争ルールを整備。

事業者一般への規律 特定の事業者への規律
1985年 (S60) 競争原理の導入：電気通信事業法の施行、電電公社の民営化（NTTの設立）
1997年 (H9) 参入規制の緩和：需給調整条項の廃止、外資規制の原則撤廃 固定系への接続ルールの導入：

接続約款の許可制の導入、接続会計の導入、アンバンドル※３の義務化
1998年 (H10) 料金規制の緩和：料金の認可制→届出制、プライスキャップ制度※２の導入
1999年 (H11) NTTの再編成：持株、地域会社（東・西）、長距離会社（コム）に再編
2001年 (H13) 約款規制等の緩和：契約約款の認可制→届出制、接続協定の認可制→届出制

ユニバーサルサービス交付金制度の導入
紛争処理制度の導入

移動系への接続ルールの導入：接続約款の届け出制
禁止行為規制※４の導入
NTT東西の業務範囲拡大

2004年 (H16) 参入許可制の廃止：許可制→登録／届出制
料金・約款の事前規制を原則撤廃
利用者保護の推進：
事業の休廃止の周知義務強化、提供条件の説明義務、苦情等の処理の義務化

2010年 (H22) 移動系の接続ルールの強化：接続会計の導入
2011年 (H23) 紛争処理機能の拡充：対象の拡大（コンテンツプロバイダとの紛争） 固定系の公正競争ルールの強化：機能分離の導入等

NTT東西の業務規制手続の緩和
2014年 (H26) 安全・信頼性規律の強化
2016年 (H28) 利用者保護ルールの拡充：

書面交付・初期契約解除制度の導入、不実告知等の禁止、
勧誘継続行為の禁止、代理店に対する指導等

移動系の接続ルールの更なる強化：携帯電話網の接続ルールの充実
グループ化・寡占化への対応：登録更新制の導入
禁止行為規制の緩和
卸制度の整備：卸役務の事後届出制

2018年 (H30) 業務の休廃止の利用者周知に係る事前届出制の導入
サイバー攻撃への対処促進

2019年 (R1) 販売代理店への届出制度の導入
事業者・販売代理店の勧誘の適正化

モバイル市場の競争の促進：
通信料金と端末代金の完全分離、行き過ぎた囲い込みの禁止

2021年 (R3) 外国法人等に対する法執行の実効性の強化 NTT東西の加入電話の提供における自己設備設置規定の緩和（ワイヤレス固定電話
の導入）

事前規制から利用者視点を踏まえた事後規制へ 料金低廉化・サービス多様化のためのルール整備・強化
※２ プライスキャップ制度：料金水準の「上限」を定める上限価格方式による料金規制 ※３ アンバンドル：ネットワークの必要な部分のみを細分化して利用できるようにすること
※４ 特定の事業者に対する不当に優先的・不利な取扱いの禁止等

市場の自由化 多様な事業者の参入促進
自由な料金設定を可能に

市場支配力の濫用を禁止

ネットワークを借りやすくして多様な事業
者による自由な事業展開を促進

消費者保護ルールの整備

自由な事業展開の促進

自由・迅速な事業展開の促進
セーフティネットを整備

※１ 接続ルール：他事業者にネットワークを開放する際に適用される料金・条件等に関して定めた法令の規定。

日本電信電話株式会社

（持株会社）

東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社

（地域会社）

目 的
（第1条）

◇東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図
る。

◇電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行う。

◇地域電気通信事業を経営する。

事 業
（第2条）

◇地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該
株式の株主としての権利の行使

◇地域会社に対する必要な助言、あっせんその他の援助

◇電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究

等

◇地域（＝同一の都道府県内）電気通信業務

◇地域電気通信業務に附帯する業務（「附帯業務」）

◇地域会社の目的を達成するために必要な業務（「目的達成
業務」）【事前届出】

◇業務区域以外の区域における地域電気通信業務【事前届
出】

◇地域電気通信業務を営むために保有する設備・技術又は
その職員を活用して行う電気通信業務その他の業務（「活用
業務」）【事前届出】

責 務
（第3条）

◇国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保

◇電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及

株 式
（第4条～

第7条）

◇３分の１以上の政府保有義務

◇３分の１までの外資規制

◇政府保有株式の処分制限

◇全ての株式を日本電信電話株式会社が保有

役員等
（第10条～

第12条）

◇役員選任決議認可、外国人役員の禁止

◇定款変更・合併等の決議認可、剰余金処分決議認可

◇事業計画認可

◇外国人役員の禁止

◇定款変更・合併等の決議認可

◇事業計画認可

2-3 現行のＮＴＴ法の枠組み

資-24



○ シェアが高く市場支配力を有する事業者（市場支配的事業者）に対し、市場支配力を濫用して公正な競争を阻害すること

がないよう、不当な競争を引き起こすおそれがある行為についてあらかじめ禁止する制度。

2-4 市場支配力を有する電気通信事業者に対する禁止行為

接続の業務に関し知り得た

情報の目的外利用・提供

特定の事業者に対する

不当に優先的・不利な取扱い

製造業者等への

不当な規律・干渉

接続の業務に関し知り得た

情報の目的外利用・提供

総務大臣が指定する

グループ内の事業者

（特定関係法人※）に対する

不当に優先的な取扱い

＜対象事業者＞

① ［固定通信市場］ アクセス回線シェアが５０％を超える電気通信事業者（一種指定設備設置事業者）： ＮＴＴ東西

② ［移動通信市場］二種指定設備設置事業者（端末シェア１０％超）のうち、収益シェア４０％超等の者： ＮＴＴドコモ

※東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
株式会社エヌ・ティ･ティ エムイー、株式会社ＮＴＴデータ、株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社

＜ＮＴＴ東西に対する禁止行為の内容＞

＜ＮＴＴドコモに対する禁止行為の内容＞

第一種指定電気通信設備制度（固定系）

行為規制

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■製造業者等への不当な規律・干渉の禁止
■特定関係事業者との間のファイアウォール
■設備部門と営業部門との間の機能分離
■委託先子会社への必要かつ適切な監督

■電気通信
事業会計の
整理義務

指定要件

業務区域ごとに
50％超のシェアを占める加入者回線を有すること

ＮＴＴを指定（９７年）
（その後、再編に伴いＮＴＴ東日本・西日本を改めて指定（０１年））

指定対象設備

加入者回線及び当該回線を用いて電気通信役務を提供するた
めに設置する電気通信設備であって、他の電気通信事業者との
接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的
な発達に欠くことができない電気通信設備

接続関連規制

■接続約款（接続料・接続条件）の認可制

■接続会計の整理義務

■網機能提供計画の届出・公表義務

利用者料金
関連規制

指定電気通信役務
（第一種指定電気通信設備により提供される

役務であって、他の事業者による代替的な
サービスが十分に提供されないもの）

特定電気通信役務
（指定電気通信役務のうち、利用者の利

益に及ぼす影響が大きいもの）

■契約約款の届出制
■電気通信事業会計の

整理義務

■プライスキャップ規制

第二種指定電気通信設備制度（移動系）

業務区域ごとに10％超（当初は25％超）の端末シェアを占める
伝送路設備を有すること

ＮＴＴドコモ（02年）、ＫＤＤＩ（05年）、沖縄セルラー（02年）、
ソフトバンク（12年）、ＷＣＰ（19年）、ＵＱ（19年）を指定

基地局や交換機等、移動体通信役務を提供するために設置さ
れる電気通信設備であって、他の電気通信事業者との適正か
つ円滑な接続を確保すべき電気通信設備

■接続約款（接続料・接続条件）の届出制

■特定業務以外への情報流用の禁止
■グループ内事業者の不当な優遇の禁止

更に、収益ベースのシェアが25％を超える場合に
個別に指定された者に対する規制

ＮＴＴドコモ（０２年）を指定

■電気通信
事業会計の
整理義務

■接続会計の整理義務

卸関連規制
■卸電気通信役務の届出制
■特定卸役務の提供義務・情報提示義務

■卸電気通信役務の届出制
■特定卸役務の提供義務・情報提示義務

2-5 指定電気通信設備制度の枠組み



・ 現行制度は、オープン化の対象となる具体的な設備を、実現される機能を念頭に置きつつ指定。

・ 平成２０年７月７日、ＮＧＮ及びひかり電話網を第一種指定電気通信設備の対象化。

・ 平成２２年１月８日、戸建て向け光信号用の屋内配線設備を第一種指定電気通信設備の対象化。

・ 令和３年４月１日、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴い新たに利用することになる設備（セッションボーダコントローラ、ＥＮＵＭ

サーバ、ＩＰ電話用ＤＮＳサーバ）を第一種指定電気通信設備の対象として明確化。

・ 令和５年６月16日、県間通信用設備（ＩＰｏＥ接続及びＩＰ音声接続に係るものに限る。）を第一種指定電気通信設備の対象化。
第二種指定電気通信設備の指定内容第一種指定電気通信設備の指定内容

交

換

設

備

１. 特定移動端末設備と接続される伝送路設備を直接収容するもの（第二種指

定端末系交換設備）

２. 第二種指定端末系交換設備以外の交換設備であって業務区域内における

特定移動端末設備との通信を行うもの（第二種指定中継系交換設備）

ルータにあっては、ルータを設置する電気通信事業者が提供するインター

ネット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット接続サービス

に用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものは除く。

伝

送

路

設

備

３. 第二種指定中継系交換設備の交換設備相互間に設置される伝送路設備

４. 特定移動端末設備へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受け

る無線局の無線設備（第二種指定端末系無線基地局）

５. 第二種指定端末系無線基地局と、第二種指定端末系交換設備が設置され

ている建物（第二種指定端末系交換局）との間に設置される伝送路設備

６. 第二種指定端末系交換局と、第二種指定中継系交換設備が設置されてい

る建物との間に設置される伝送路設備

そ

の

他

７. 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機

８. 携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局

９. 他の電気通信事業者の電気通信設備と１.~８．に掲げる電気通信設備との

間に設置される伝送路設備

（３.~８.に掲げるものを除く。）

2-6 指定電気通信設備の範囲

IP/
PSTN

指定設備

共通
①固定端末系伝送路設備（終端装置、屋内配線設備
等を含む。）

共通 ②端末系交換等設備

ＩＰ網
③収容ルータ

④中継ルータ

共通 ⑤中継系交換等設備

共通 ⑥市内伝送路設備

共通 ⑦中継系伝送路設備

ＩＰ網

⑧ＳＩＰサーバ

⑨セッションボーダコントローラ

⑩ＥＮＵＭサーバ

⑪ＩＰ電話用ＤＮＳサーバ

共通 ⑫付随設備（接続用伝送路設備等を含む。）

PSTN ⑬公衆電話機

PSTN ⑭番号案内関係設備
※県間通信Ｉに用いるものについてはＰｏＥ接続及びＩＰ音声接続に係るものに限る。

（例）
電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害
を与えるおそれがあるとき（逐条解説）

請求された接続により、請求を受けた者の提供
する電気通信役務について適正な品質の保持
が困難となるとき（逐条解説）

ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じること
により、当該ＭＶＮＯのシステムが当該ＭＮＯの
ＨＬＲ等のシステムを損傷するおそれがあると認
められる合理的な理由が存在する場合（ＭＶＮ
Ｏガイドライン）

ＭＮＯがＭＶＮＯへ課金情報を提供する際に、
当該ＭＮＯの利用者の個人情報等が当該ＭＶ
ＮＯから外部に流出するおそれがあると認めら
れる合理的な理由が存在する場合（ＭＶＮＯガ
イドライン）

ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結果、
当該ＭＮＯにおける周波数の不足等により当該
ＭＮＯの利用者への電気通信役務の円滑な提
供に支障を来すおそれがあると認められる合理
的な理由が存在する場合（ＭＶＮＯガイドライ
ン）

（例）
請求者の役務と需要を共通としているた
め、請求を受けた者において電気通信回
線設備の保持が経営上困難になる等、
経営に著しい支障が生じるとき（逐条解
説）

接続を拒否するためには、客観的な事実
に基づいて、当該接続により相当程度の
利益の損失が発生することを合理的に説
明できなければならない（電気通信事業
紛争処理委員会答申（平成22年７月８
日））

（例）
請求者の運転資本等や、期待される短期的な収益、予
定される資金調達を考慮しても、請求者が接続に関し
負担すべき金額や、接続に関し負担すべき金額の支
払いを怠るおそれを払拭するための預託金の金額を支
払うことができると判断することはできない場合は、接続
拒否事由にあたる（電気通信事業紛争処理委員会答
申（平成22年７月８日））

電気通信役務の円滑な提供に支障
が生ずるおそれがあるとき

（法第32条第１号）

電気通信事業者の利益を不当
に害するおそれがあるとき

（法第32条第２号）
接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り又は

怠るおそれがあるとき

（施行規則第23条第１号）

接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修
が技術的又は経済的に著しく困難であるとき

（施行規則第23条第２号）

（例）
ＭＶＮＯが申し込んだ接続形態を実現するためにＭＮ
Ｏ側において要するシステム改修等の程度が著しく過
大であり、当該システム改修に要する費用の回収が見
込めないと認められる合理的な理由が存在する場合
（ＭＶＮＯガイドライン）

その他、総務省令で定める正当な理由
があるとき

（法第32条第３号）

◎接続義務
電気通信事業では、各事業者のネットワークを様々な形で相互接続することによって、利用者が多様なサー

ビスを享受できることから、ネットワークを保有している全ての事業者に対して、以下のような場合（接続拒否事
由）を除き、他事業者からの接続の請求に応諾しなければならない。（電気通信事業法第32条）

2-7 接続義務・接続拒否事由
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【参考】 電気通信事業分野における接続

電気通信事業者は、他の電気通信事業者から、電気通信回線設備との接続の請求を受けたときは、原則としてこれに応
じる義務を有する。（接続応諾義務、電気通信事業法第３２条）

事業者Ａの
利用者（a）

事業者Ｂの
利用者（b）

■ 携帯電話（音声通信）の例

下図（a）から（b）の通信の場合、事業者Ａは、事業者Ｂの携帯電話網の接続料を支払う。

事業者Ａの携帯電話網 事業者Ｂの携帯電話網

接続

接続料

■ 固定ブロードバンド（データ通信）の例

事業者Ｘの
利用者（x）

下図（x）からインターネットへの通信の場合、事業者Ｘは、事業者Ｙの伝送路（加入光ファイバ等）の接続料を支払う。

事業者Ｙの伝送路
（加入光ファイバ等）

インターネット

通話料等

接続

接続料

事業者ＸのＩＰ網

通信料等

接続料算定方法の一覧

2-8 ＮＴＴ東西の接続料の算定方式

算定方式 算定方式の概要 対象となる主な接続機能

実
際
費
用
方
式

実績原価方式
・前々年度の実績需要・費用に基づき算定

・当年度の実績値が出た段階で、それにより算定した場合との乖離

分を翌々年度の費用に調整額として加算

・加入者回線（ドライカッパ、ラインシェアリング）

・中継光ファイバ回線

・専用線

・公衆電話 等

将来原価方式
・新規かつ相当の需要増加が見込まれるサービスに係る設備に適用

・原則５年以内の予測需要・費用に基づき算定

・加入者回線（光ファイバ）

・ＮＧＮ

長期増分費用方式
（ＬＲＩＣ）

・仮想的に構築された効率的なネットワークのコストに基づき算定

・前年度下期＋当年度上期の通信量を使用
・電話網（加入電話・メタルＩＰ電話）

事業者向け割引料金
（キャリアズレート）

・小売料金から営業費相当分を控除したものを接続料とする
・ＩＳＤＮ加入者回線（ＩＮＳ１５００）

・専用線
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2-9 長期増分費用方式に基づく接続料の推移

GC(Group unit Center)接続料：ＮＴＴ東西以外の通信事業者が、ＮＴＴ東西の固定電話網と加入者交換機で相互接続する際に支払う接続料
IC(Intrazone tandem Center)接続料：ＮＴＴ東西以外の通信事業者が、ＮＴＴ東西の固定電話網と中継交換機で接続する際に支払う接続料
加入電話・メタルIP電話接続機能接続料：電話網のＩＰ網への移行に伴い、接続ルート切替前の加入電話発着信に係る負担額と接続ルート切替後の

メタルIP電話発着信に係る負担額を、ＩＰ網へのトラヒックの移行割合により加重平均して算定した接続料

4.95
4.6 4.5

4.8
5.13

5.32
5.05

4.69 4.53 4.52

5.21 5.08
5.26 5.29 5.39

5.78
6.05

6.38

6.81 6.87

7.47 7.59

7.65

5.88

4.78

5.79
6.12

7.09
6.84

6.55 6.41 6.38

6.96
6.57

6.79 6.81 6.84
7.22 7.33

7.68
8.09 8.06

8.71
8.91

8.49 8.33

9.11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ＧＣ接続料

ＩＣ接続料

加入電話・メタルＩＰ電話接続機能接続料

（単位： 円／３分）

（年度）

ＰＳＴＮ

１次モデル
ＰＳＴＮ

２次モデル
ＰＳＴＮ

３次モデル
ＰＳＴＮ

４次モデル
ＰＳＴＮ

５次モデル
ＰＳＴＮ

６次モデル
ＰＳＴＮ

７次モデル
ＰＳＴＮ

８次モデル

ＩＰ

９次モデル
及び

ＰＳＴＮ

８次モデル

①シェアドアクセス方式

②シングルスター方式

き線点

2,208円（NTT東） 2,306円（NTT西）

※令和６年度接続料（月額）

(1端末回線（ＦＴＭ含む）ごと)

局外
スプリッタ

局
内
ス
プ
リ
ッ
タ

8分岐

4分岐

他事業者
ＩＰ網

ＦＴＭ※１

１芯の光ファ
イバを最大８
ユーザで共用

主端末回線

分岐端末回線

き線点

管路、とう道

Ｇ
Ｅ―

Ｏ
Ｌ
Ｔ

Ｏ
Ｎ
Ｕ

接続事業者設置

メディア
コンバータ※２

（１００Ｍ）

他事業者
ＩＰ網

ＦＴＭ※１加入ダーク
ファイバ

管路、とう道

接続事業者設置

ＮＴＴ東西設置

ＮＴＴ東西局舎

メディア
コンバータ
※２

※１ 加入者光ファイバー終端モジュール ※２ 光信号と電気信号を変換する装置。

Ｏ
Ｓ
Ｕ

410円（NTT東）
543円（NTT西） 1,812円（NTT東） 1,796円（NTT西）

159円（NTT東）
240円（NTT西）

(1局内スプリッタごと)(1主端末回線(局外スプリッタ・ＦＴＭ含む)ごと)(1分岐端末回線ごと（回線管理運営費を含む。）。
ＮＴＴ東西の屋内配線と一体として利用する場合。)

加入光ファイバは、現在、次の２つの方式により提供。

①シェアドアクセス方式（加入光ファイバのうち主端末回線部分を最大８利用者で共用する方式）

②シングルスター方式（全区間において一芯の加入光ファイバを利用する方式）

2-10 加入光ファイバの接続料



※１ シングルスター及びシェアドアクセスの接続料は、７年間(H13年度～H19年度)、３年間(H20年度～H22年度)、(H23年度～H25年度)、（H26年度～H28年度）、４年間（H28年
度～H31年度）、３年間（R2～R4）、３年間（R5～R7）を算定期間とする将来原価方式により算定。

※２ シェアドアクセスについては局外スプリッタ料金（H18年度までは将来原価方式、H19年度以降は実績原価方式で算定）を含み、引込線料金（加算料）を含まない。

H13

年度

H14

年度

H15

年度

H16

年度

H17

年度

H18

年度

H19

年度

H20

年度

H21

年度

H22

年度

H23

年度

H24

年度

H25

年度

H26

年度

H27

年度

H28

年度

H29

年度

H30

年度

R1

年度

R2

年度

R3

年度

R4

年度

R5

年度

R6

年度

R7

年度

ＮＴＴ東日本

（シングルスター方式）
5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 4,61 4,61 4,61 4,19 3,40 3,20 3,15 3,29 3,16 2,95 2,76 2,25 2,24 2,15 1,94 2,16 2,20 2,14

ＮＴＴ西日本

（シングルスター方式）
5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 4,93 4,93 4,93 4,78 4,35 3,22 3,20 3,35 3,30 3,15 2,97 2,37 2,36 2,19 2,05 2,27 2,30 2,24

ＮＴＴ東日本

（シェアドアクセス方式）
5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 4,57 4,26 4,24 4,17 3,75 3,01 2,83 2,80 2,92 2,67 2,49 2,27 1,80 1,76 1,65 1,47 1,77 1,81 1,74

ＮＴＴ西日本

（シェアドアクセス方式）
4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,58 4,52 4,49 4,36 4,29 3,84 2,88 2,84 2,94 2,67 2,55 2,36 1,79 1,75 1,61 1,51 1,77 1,79 1,73

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

NTT東日本
（シェアドアクセス方式）

NTT西日本
（シングルスター方式）

2-11 加入光ファイバ接続料の推移

NTT東日本
（シングルスター方式）

NTT西日本
（シェアドアクセス方式）

現算定期間
（令和５年度～令和７年度）

音声接続料の推移（1秒当たり） データ接続料の推移（10Mbps当たり・月額）

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

NTTドコモ KDDI ソフトバンク

0.0441
55.2

52.4
49.3

42.7

37.3

27.0

20.0

76.6

61.1

52.9

42.2

30.0

22.6

15.9

77.4

60.6

48.7

39.1

23.9

18.8

15.5

15.6
12.9

10.9

13.1
10.8 10.112.6
9.4 8.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

NTTドコモ KDDI ソフトバンク

（単位：円） （単位：万円）

2-12 モバイル接続料の推移

※１：音声接続料について、区域内外統一料金となっている。ただし、KDDIは2017年度（適用年度）まで区域内外に区分して算定しており、当該年度までの数値は、それぞれ区域内のものを使
用している。
※２：KDDI及びSBの2020年度以降のデータ接続料は、それぞれのグループの全国BWA事業者（UQ及びWCP）と共同で算定したもの。
※３：2020年度までのデータ接続料は、過去の実績（原価、需要等）に基づく「実績原価方式」による算定結果を表示。

0.0415
0.0401 0.0412 0.0408

0.0418

0.0566
0.0538

0.0555

0.0559 0.0555

0.0519

0.0569 0.0569 0.0574

0.0533
0.0526

0.0514

将来原価方式による
予測接続料
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2-13 卸電気通信役務と接続の違い

概 要

電気通信事業者が、他の電気通信事業者から提供を受けた電気
通信役務を用いて、利用者に対し、電気通信役務を提供する方式

提供/接続
に係る義務

■ どの役務を提供するかは事業者間で決定
■ 特定卸電気通信役務※１のみ役務提供義務あり※２

■ 不当な差別的取扱いは業務改善命令や禁止行為規制の対象

料金・条件
に係る義務

■相対取引により個別に契約を締結することが可能

ただし、第一種・第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供

については、公正競争への影響が大きい事業者への卸電気通信役務の料金
や提供条件等の事後届出の義務を課すとともに、その届出内容を総務大臣
が整理・公表。

※１ 指定設備を用いる卸電気通信役務のうち、別に省令で定める電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないもの以外のもの。
※２ ただし、特定卸電気通信役務以外の卸役務であっても基礎的電気通信役務又は認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、当該電気

通信役務の提供を拒んではならない（法第25条、第121条）。指定電気通信役務については、正当な理由がなければ、保障契約約款による提供を拒んではならない。

電気通信設備を相互に接続し、それぞれの事業者が、利用者に
対し、自らの電気通信設備に係る電気通信役務を提供する方式

■ 提供すべき機能（接続機能）は総務省令で規定
■ 接続応諾義務あり
■ 不当な差別的取扱いは業務改善命令の対象

■ 一種指定設備設置事業者の場合
認可を受けた接続約款に基づき協定を締結することが必要

■ 二種指定設備設置事業者の場合

総務大臣に届け出た接続約款に基づき協定を締結することが
必要

接続とは、電気通信設備相互間を電気的に接続することをいう。（相互間で通信が可能な状態）

卸電気通信役務とは、「電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務」（法第29条第1項第10号）をいう。

電気通信設備が電気的に接続される場合について、接続に関する協定により料金・条件を決定する方法以外に、物理的な
接続形態を変えないまま、契約形態上「卸役務」方式とすることにより、当事者間の相対交渉により料金・条件を決定するこ
とも可能。

相互接続点
（ＰＯＩ）

A社役務区間 B社役務区間

A社網 B社網
インター
ネット

ユーザ

B社による電気通信役務

A社による電気通信役務

卸提供

相互接続点
（ＰＯＩ）

A社網 B社網
インター
ネット

ユーザ

卸役務接続方式 当事者による選択が可能

・ＮＴＴ東西の光回線の卸売サービス（「サービス卸」）の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、自己の関係事業者のみを対象とし

た割引料金の設定など、特定の卸先事業者のみを合理的な理由なく有利に取り扱うこと

ＮＴＴ東西の光回線の卸売サービスに関する電気通信事業法の適用関係を明確化することにより、公正な競争環境を

確保するとともに、行政運営に関する予見可能性を高めることを目的として、ガイドラインを策定（令和５年４月最終改定）。

2-14 NTT東西の光回線の卸売サービスに関するガイドラインの概要

電気通信事業法上問題となり得る行為に関するガイドラインの主な記載

卸提供事業者（NTT東西）が行う行為

・「サービス卸」の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、実質的に特定の卸先事業者に適用が限定されることが明らかなような

大口割引を行うこと

・「サービス卸」を活用し固定通信サービスとモバイルサービスをセット提供・セット割引をする場合において、競争阻害的な料金設定や過

度のキャッシュバックなどの行為により、卸役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する競争事業者（ＣＡＴＶ事業者

等）の設備の保持が経営上困難となるおそれを生じさせること

卸先事業者が行う行為

・（市場支配的事業者である）ＮＴＴドコモが、「サービス卸」を活用する際、合理的な理由なく、（ＮＴＴ東西の提供する「サービス卸」のみ

との）排他的な組み合わせで、自己が提供する他のサービス（モバイルサービスなど）との割引サービスを提供すること

販売代理店等が行う行為

①競争阻害的な料金の設定等

②提供手続・期間に係る不当な差別的取扱い、③技術的条件に係る不当な差別的取扱い、④サービス仕様に係る不当な差別的取扱い、⑤競争阻害的
な情報収集、⑥情報の目的外利用、⑦情報提供に係る不当な差別的取扱い、⑧卸先事業者の業務に関する不当な規律・干渉、⑨業務の受託に係る不
当な差別的取扱い、⑩正当な理由がない役務提供拒否及び情報提示拒否

①競争阻害的な料金の設定等

②契約前の説明義務の履行不十分、③書面交付義務の履行不十分、④業務の休廃止の周知の履行不十分、⑤苦情等の処理の履行不十分、⑥不実告知・事実不告知、⑦自己
の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止、⑧勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為、⑨その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある
行為の禁止、⑩卸先契約代理業者に対する指導等の履行不十分

①契約前の説明義務の履行不十分、②不実告知・事実不告知、③自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止、
④勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為、⑤その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止



2-15 指定設備卸役務の卸料金の検証の運用に関するガイドラインの概要

検証ステップ②－１ 重点的な検証

目的： 料金水準の適正性確保
手法： 適正原価＋適正利潤≧卸料金 となっているかを検証

検証ステップ②－２ その他の検証

目的： 適正な交渉を促進するための透明性確保
手法： 卸料金と接続料相当額の差分の妥当性を事業者自身が検証

総務省による

妥当性評価なし

総務省による

妥当性評価あり
「不当」評価の場合、
是正を図るための措置へ

代替性
な し

代替性あり

ステップ②検証の必要なし

検証の必要なし検証の必要あり

※ 「接続料」「卸料金」等に関する時系列検証は、ステップ②に進んだ指定設備卸役務全てを対象に実施

代替性
不十分

検証ステップ① 代替性の有無の検証

指定設備卸役務と同様の設備利用形態・利用条件等により、接続が利用可能（代替可能）かの検証

● 接続料の算定等に関する研究会第四次報告書の内容を踏まえ、令和2年９月25日に「指定設備卸役務の
卸料金の検証の運用に関するガイドライン」を策定。
● ガイドラインは、指定設備卸役務について、接続による代替性を評価し、それが不十分である場合に指定設
備卸役務の提供料金が適正に定められていることを検証することで、電気通信事業者間の公正競争を確保
することを目的とする。

検証対象の選定

卸先事業者から、具体的な課題が相当程度寄せられており、公正競争上の弊害が生じるおそれが高いと総務省において判断した指
定設備卸役務を検証の対象とする。

2-16 ＭＶＮＯガイドラインの概要

MVNOガイドライン※の概要

MVNOの事業開始に必要な手続

MVNOの事業計画等に係る聴取範囲の明確化

MVNOは、事業を営もうとする場合、電気通信事業法に基づき、
登録又は届出が必要

MVNOとMNOとの間の関係

MVNOが利用者にサービスを提供する場合、MVNOが利用者料
金を設定することが可能

MVNOのネットワーク調達の際の設備の使用料（接続料）は、従
量制課金のほか、回線容量単位（帯域幅）の課金方式を採用す
ることも可能

MNOは一元的な窓口（コンタクトポイント）を設け、MVNOとの協
議を適正・円滑に行う体制を整備することが望ましい

MVNOの競争上の地位を守るため、MNOネットワーク提供に当
たって必要となるMVNOの事業計画等の聴取について、聴取
可能な範囲を例示列挙

無線ネットワークの輻輳対策については、MVNOとMNOとの十分
な協議や、MVNOに対する必要な情報提供が求められる

MNOにおけるコンタクトポイントの明確化

ネットワークの輻輳対策

協議が調わなかった場合の手続

MVNOとMNOとのネットワーク調達の協議が調わなかった場合は、
総務大臣による協議命令・裁定制度や、電気通信紛争処理委員
会によるあっせん・仲裁制度の利用が可能

MVNOによる端末の調達

MVNOは、自ら端末を調達し、MNOのネットワークにおける端末の
適切な運用を求めることが可能

MVNOと利用者との間の関係

MVNOが利用者の個人情報を取り扱う際は、個人情報保護法や通
信の秘密の規定の遵守が必要

MVNOは、利用者に対する料金等の提供条件の説明や、苦情等に
対する適切な処理が必要

MVNOは、無線局を自ら開設しないことから、電波法に基づく無
線局免許の申請等の手続は不要

※MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン
（2002年策定、2024年最終改定。今後も必要に応じて改定を実施。）

契約数等の報告
契約数が３万以上であるMVNO及びMNOであるMVNOは、毎四半
期ごとに契約数等の報告が必要

・ 電波の有限希少性により新規参入に制約のあるモバイル市場においては、既存の携帯電話事業者（MNO）か
ら無線ネットワークを調達してサービスを提供するMVNOの新規参入を促し、モバイル事業者間の競争を進展
させることが重要。

・ このため、MVNOの参入手続などMVNOの事業展開を図る上で必要となる法令を解説するガイドラインの策
定・見直しや、ネットワーク調達に関する規律の見直しなどを通じて、MVNOの新規参入を促進。
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１ ガイドラインの目的・対象

● 接続協定は双方の合意のみで効力を生じることが原則であり、合意を円滑に形成するため、接続料及び接続条件に関し当
事者間で十分な協議が行われることが望ましい。

● 他方、近年の競争環境の変化やネットワークの複雑化・多様化を背景とし、当事者間で接続料等について十分な協議がなさ
れないまま接続協定が締結又は変更される事例や、事後的な紛争手段に移行するケースも発生。事業者間協議による合意
形成が円滑になされない場合、公正競争の確保が十分になされないおそれや、利用者利便が損なわれる可能性がある。

● 本ガイドラインは、以上の考え方や事業法第３２条の趣旨を踏まえ、電気通信事業者間におけるネットワークの接続に関し、
事業者間協議における接続料の算定根拠等の情報開示に係る考え方等を明確化するもの。これにより、協議における予見
可能性を高め、事業者間協議の円滑化を図り、もって電気通信市場における公正競争を促進するとともに利用者利便の増進
を図ることを目的とする。

● 本ガイドラインは、新たな規制の導入を意図するものではない。また、従前より事業者間協議が円滑に行われていた場合に
ついてまで、従前の協議の方法の変更を求めるものではない。

● 本ガイドラインは、全事業者を対象とし、接続に係る事業者間協議を実施する際の指針を示すもの。ただし、携帯電話事業
者の接続料に係る協議及び移動通信事業者とＭＶＮＯの間の協議については「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の
適用関係に関するガイドライン」を併せて参照。

２ 事業者間協議のプロセス

● 接続に係る協議に対応するための窓口を明確化し、これを対外的に公表するとともに、接続事業者からの問合せや接続に
係る協議の申込等に対して遅滞なく対応することが望ましい。

● 接続協定を締結又は変更しようとする場合、十分な協議が可能な期間を確保して事業者間協議を開始することが望ましい。

● 事業者間協議に当たり、接続料の水準が争点となった場合には、算定に当たっての考え方、算定方法や算定根拠について
協議を実施すること等が考えられる。

● なお、接続当事者間の合意がある場合には音声接続におけるビル＆キープ方式を採用することが可能である。

2-17 「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」（2012年7月策定）の概要①

４ 接続に必要なシステム開発等

３ 双務的な接続料の算定根拠に係る情報開示

● 双務的な接続形態に係る接続料についての協議に当たっては、算定根拠に係る情報開示の程度について、両当事者の間
で合理的な理由なく差が生じないよう留意することが適当。

● 上記のような接続形態において、一方の事業者が他方の事業者と異なる水準の接続料を設定する場合であって、接続料の
水準について十分な合意が成立しない場合には、当該水準の接続料を設定する理由について、算定根拠に係る情報を一定
程度開示しつつ説明するとともに、協議を行う事が望ましい。

● 指定設備設置事業者についても、接続約款の認可又は届出の手続を経たことをもって、直ちに接続事業者に対する接続料
の算定根拠に関する説明が不要となるものではない。

６ その他

● 総務省は、今後、必要に応じてガイドラインの見直しを行う。

５ 協議が調わなかった場合の手続

● 接続に必要なシステム開発・更改に当たっては、当事者間の協議を踏まえて機能や仕様、コスト負担の方法を決めることが
望ましい。

● 接続に必要なシステムのうち、コストの負担、仕様、業務フローへの影響等の点で接続事業者に対する影響が特に大きいと
予想されるものについては、開発・更改に着手する前に当事者間で十分な協議を行い、可能な限り各当事者の意見を聴取す
ること等が適当。

● 事業者は、接続協定の安定的な運用に努めることが望ましいものの、協議が調わなかった場合、当事者は法令の定める紛
争処理スキーム（総務大臣による協議命令・裁定及び電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁）を利用することが可能。

2-17 「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」（2012年7月策定）の概要②
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○ 電気通信事業者間の電気通信設備の接続等に係る金額に関する交渉の円滑化のため、平成30年１月、「接続等に
関し取得・負担すべき金額に関する裁定方針」を策定。

2-18 「接続等に関し取得・負担すべき金額に関する裁定方針」の概要

電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額（以下「金額」という。）について当
事者間の協議が調わないときは、電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「法」という。）第35条第３項又は第４項の規
定により、当事者の一方又は双方は、総務大臣の裁定を申請することができることとされている。このような申請を受理したと
きは、総務省では、次の方針を基本として裁定を行うこととする。

１． 金額※については、当事者間で別段の合意がない場合には、市場における競争状況等を勘案し、能率的な経営の下にお
ける適正な原価に適正な利潤を加えたものを基本とする。
※ 認可された接続料等を除く。

２． １．の原価等の算定のため、接続に関して生じる費用等、算定根拠となるようなデータの提供を関係当事者に対して求め
ることとする。

３． ２．において有効と認められるデータの提供が行われない場合には、１．の原価等の算定のために、近似的に、例えば長
期増分費用モデル等により、他の費用等を用いることとする。

（注） 卸電気通信役務の提供又は電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に係る金額に関して、当事者
間の協議が調わないとして、法第38条第２項又は第39条において準用する法第35条第３項又は第４項の規定に基づき
裁定の申請があったときも、１．から３．までに準じて対応することとする。

（※）「接続料の算定に関する研究会」において、NTT東日本・西日本から、同社の固定電話接続料と他社の接続料の格差が年々拡大しており、他社の固定電
話接続料の水準についても適正性・透明性が確保されるべきであり、裁定基準を設けるべき旨の意見が示され、第一次報告書において、「接続料の水準の
決め方は、事業者間で合意が可能であれば、様々な決め方があり得るところではあるが、事業者間で別段の合意がなければ、かかった費用を回収するコスト
主義の考え方が効率的であり、したがって、第一次的に検討されるものであるから、総務大臣の裁定基準としてこの考え方を示し、裁定手続ではコストに基づ
く算定根拠の提示が求められることを示すことで、協議の円滑化を期待することができる。」とされた。

コンテンツ配信事業、通信プラットフォーム事業等（電気通信事業法第164条第１項第３号）は、電気通信事業
法の適用除外（一部規定は適用）となる電気通信事業に該当 （≠電気通信事業者）。

非電気通信事業電気通信事業

① ②以外の事業

（携帯電話事業、FTTH事業等）

② 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役
務以外の電気通信役務※を電気通信回線設備を設置するこ
となく提供する電気通信事業

（例）コンテンツ
配信事業者

電気通信回線設備は設置せ
ず、コンテンツ配信サーバの
みを設置して、自己と他人の

間の通信を実施
コンテンツ配信

電気通信事業法
の適用

■ 電気通信事業の登録・届出が必
要

■ 通信の秘密、検閲の禁止

■ 接続ルールの適用あり 等

紛争処理機能

電気通信事業者に該当 電気通信事業者に該当しない
電気通信事業者に
該当しない

■ 総務大臣の協議命令・裁定

■ 紛争処理委員会のあっせん・仲裁
等

■ 通信の秘密

■ 検閲の禁止

■ 外部送信に関する規律

■ 禁止行為等規定適用事業者（ＮＴＴ東西・ドコモ）による業務への
不当な規律・干渉が禁止（保護対象）

①を営む者 ②を営む者

■ 電気通信事業

電気通信役務（電気通信設備を用い

て他人の通信を媒介し、その他電気通

信設備を他人の用に供することをい

う。）を他人の需要に応ずるために提

供する事業

電気通信事業法を改正し、コンテンツ配信事業者等と電気

通信事業者との間の紛争事案も対象に追加。

（平成23年６月から）

2-19 コンテンツ配信事業者等に係る紛争

※ドメイン名電気通信役務、検索情報
電気通信役務、媒介相当電気通信
役務を除く。
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● 電気通信設備（サーバ等）を用いて、天気予報やニュースなど
の情報を、インターネットを経由して利用者に提供するもの。

● 利用者（他人）の需要に応ずるために電気通信役務の提供
（情報の送信）自体を目的として行っていることから、電気通信
事業に該当するが、自己と他人（利用者）との間の通信であり、
他人の通信を媒介していないと判断される。

【参考】電気通信事業法第164条第１項第３号に該当する電気通信事業の例

● 企業等から提供された製品ＰＲやイベント開催案内等に関す
る情報を元に電子メールマガジンを作成し、予め登録した購読
者等に対して送信するもの。

● 購読者（他人）の需要に応ずるためにインターネット経由での
情報送信（電気通信役務の提供）自体を目的として行っている
ことから電気通信事業に該当するが、企業等から提供された情
報を元に電子メールマガジンを作成して購読者に送信している
ことから、他人の通信を媒介していないと判断される。

● クラウド上にアプリケーションソフトウェアを構築し又はアプリ
ケーションソフトウェアをインストールしたサーバ等を設置し、イ
ンターネット等を経由して当該ソフトウェアを企業や個人等に
利用させるもの（ＳａａＳ、狭義のＡＳＰサービス）。

● 自己と他人（利用者）との間の通信であり、他人の通信を媒
介していないと判断される。

● インターネット経由で複数の店舗でネットショッピングを行うこ
とができる又は複数の出品者の商品等を購入できる「場」を

提供するもの。

● 「場」の提供を行う場合であっても、サービスの一部として利
用者間のメッセージの媒介を行う機能を提供している場合は、
他人の通信を媒介していると判断される。

電気通信回線設備を設置せず、かつ、他人の通信を媒介しない電気通信事業（電気通信事業法第164条
第１項第３号に該当する電気通信事業）に該当する主な事例は以下のとおり。

（ただし、事業の内容（サービス提供の形態等）によっては異なる判断となる場合がある。）

電子メールマガジンの配信 各種情報のオンライン提供

ソフトウェアのオンライン提供（ＳａａＳ、ＡＳＰ）ECモール/ネットオークション/フリマアプリの運営
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(1) 我が国の電波の基本・利用形態

(2) 移動通信システムの進化（第１世代～第５世代）

(3) 第５世代移動通信システム（５Ｇ）

(4) ５Ｇのためのインフラ整備の基本的な考え方

(5) ローカル５Gの概要

(6) 終了促進措置の制度概要

(7) 無線局開設等に係る紛争

３ 電波利用の動向

3-1 我が国の電波の基本・利用形態

降雨で弱められる

利用技術の難易度

伝送できる情報量

電波の伝わり方

難しい

大きい

直進する

小さい

障害物の後ろに回り込む

易しい

携帯電話等の普及により、無線局数は大幅に増加 （昭和60年：約381万局 ⇒令和５年12月：約3億1,720万局）。

船舶無線
（VHF他）

ラジオ
（中波、短波他）

電波時計
（長波）

衛星通信、
衛星放送
(BS/CS)

（マイクロ波他）

携帯電話
（700、800、900MHz、
1.5、1.7、2、3.5、4.5、

28GHz等）

携帯電話 ＭＣＡシステム タクシー無線 ＴＶ放送
警察無線 移動体衛星通信 防災行政無線 簡易無線
レーダー アマチュア無線 コードレス電話
無線ＬＡＮ（2.4GHz帯） ＩＳＭ機器

ＵＨＦ

ＦＭ放送(コミュニティ放送) 防災行政無線 消防無線
列車無線 警察無線 簡易無線 航空管制通信
無線呼出 コードレス電話 アマチュア無線

ＶＨＦ

船舶・航空機無線 短波放送 アマチュア無線

短 波

固定間通信 放送番組中継
衛星通信 衛星放送 レーダー 電波天文･宇宙研究
携帯電話（3.4、3.5、3.7、4.5、28GHz帯）
無線ＬＡＮ（5、6GHz帯） 狭域通信システム（ETC）
無線アクセスシステム(22,26,38GHz帯) ＩＳＭ機器

マイクロ波

電波天文 衛星通信簡易無線
レーダー

船舶通信 中波放送（ＡＭラジオ）
アマチュア無線 船舶･航空機用ビーコン

中 波

標準電波
船舶･航空機用ビーコン

長 波

波長
周波数

超長波
ＶＬＦ

長波
ＬＦ

中波
ＭＦ

短波
ＨＦ

超短波
ＶＨＦ

極超短波
ＵＨＦ

マイクロ波
ＳＨＦ

ミリ波
ＥＨＦ

サブミリ波

10km
30kHz
(3万ﾍﾙﾂ)

1km
300kHz
(30万ﾍﾙﾂ）

100m
3MHz

(300万ﾍﾙﾂ)

10m
30MHz
(3千万ﾍﾙﾂ)

1m
300MHz
(3億ﾍﾙﾂ)

10cm
3GHz
(30億ﾍﾙﾂ)

1cm
30GHz
(300億ﾍﾙﾂ)

1mm
300GHz
(3千億ﾍﾙﾂ)

0.1mm
3000GHz
(3兆ﾍﾙﾂ)

100km
3kHz
(3千ﾍﾙﾂ)

主な利用例

使いやすい帯域→需要大【 ニーズ変化に応じた再編成 】

【 利用効率の高いシステムの導入 】

ミリ波

【 利用可能性の追求 】
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1990 2000 2010 20201980

(bps)

10k

1G

100M

10M

1M

100k

アナログ方式

音声 デジタル方式

パケット通信

第２世代

メール

静止画
（カメラ）

ブラウザ

動画

第３世代
（3G）

LTE-Advanced

第４世代
(4G)

最大通信速度は
４0年間で約1０0万倍
（40年前は音声伝送のみだったが、
現在は高精細動画の伝送が可能）

(年)

世界共通の
デジタル方式

高精細動画

最
大
通
信
速
度

第５世代
(5G)

LTE

3.9世代

3.5世代

10年毎に進化

第１世代

2030

10G

Beyond5G
/第６世代

3-2 移動通信システムの進化

3-3 第５世代移動通信システム (５G) とは

2G 3G LTE/4G

低遅延

同時接続

移動体無線技術の
高速・大容量化路線

超高速超高速
LTEより100倍速いブロード
バンドサービスを提供

多数同時接続多数同時接続
スマホ、PCをはじめ、身の
回りのあらゆる機器がネット
に接続

超低遅延超低遅延
利用者が遅延（タイムラグ）
を意識することなく、リアル
タイムに遠隔地のロボット等
を操作・制御

5G

＜5Gの主要性能＞ 超高速

超低遅延

多数同時接続


ভ

ऩ
ॖ
থ
ঃ
ॡ
ॺ
প

最高伝送速度 10Gbps 

1ミリ秒程度の遅延

100万台/km²の接続機器数

⇒２時間の映画を３秒でダウンロード（LTEは5分）

⇒ロボット等の精緻な操作（LTEの10倍の精度）を
リアルタイム通信で実現

⇒自宅部屋内の約100個の端末・センサーがネットに接続
（LTEではスマホ、PCなど数個）

ロボットを遠隔制御

5Gは、AI/IoT時代のICT基盤

1993年 2001年 2010年
2020年



3-4 ５Ｇのためのインフラ整備の基本的な考え方

700MHz 800MHz 900MHz 1.5GHz 1.7GHz 2GHz
3.4GHz
3.5GHz

3.7GHz
4.5GHz

28GHz

ローバンド
（いわゆるプラチナバンド）

ミッドバンド sub6 ミリ波

伝送情報量 ：大
カバーエリア ：小

伝送情報量 ：小
カバーエリア ：大

当初４Ｇで使用していた周波数帯 ５Ｇ専用周波数帯

５Ｇのカバレッジ拡大と３つの特長（超高速、超低遅延、多数同時接続）を実現していくためには、
低周波数帯から高周波数帯まで、幅広い周波数帯を活用することが重要。

3-5 ローカル５Ｇの概要

建物内や敷地内で自営の５Ｇネットワークとして活用ゼネコンが建設現場で導入
建機遠隔制御

事業主が工場へ導入
スマートファクトリ

農家が農業を高度化する
自動農場管理

自治体等が導入
河川等の監視

センサー、4K/8K

ローカル５Ｇは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が
自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる５Ｇシステム。

一部の周波数帯で先行して2019年12月に制度化。2020年12月に周波数拡大。

＜他のシステムと比較した特徴＞
携帯事業者の５Ｇサービスと異なり、
携帯事業者によるエリア展開が遅れる地域において５Ｇシステムを先行して構築可能。
使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。
他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。

Wi-Fiと比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能。
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3-6 終了促進措置の制度概要

「終了促進措置」とは、基地局の開設計画の認定を受けた認定事業者（携帯電話事業者等）が、開設指針
及び開設計画に従って、国が定めた周波数の使用期限より早い時期に既存の無線局の周波数移行を完了さ
せるため、既存の無線局の利用者との合意に基づき、移行費用等を負担する等の措置

従来の例
認定事業者が、既存無線局が全て移行した後に
基地局を整備

全て移行既存無線局

置局
移行

全額、既存無線局の自己負担となるため、
移行終了までに長期間が必要

認定事業者が、既存無線局を順次移行
させながら基地局を整備し、順次サービスを開始

終了促進措置 認定事業者が移行経費を負担することで、
移行終了までに必要な期間を短縮

順次移行
既存無線局

移行
移行

移行

基地局整備
順次ｻｰﾋﾞｽ開始

基地局整備
順次ｻｰﾋﾞｽ開始

サービス提供 基地局整備
順次ｻｰﾋﾞｽ開始

サービス提供

特定基地局

携帯電話事業者 携帯電話事業者 携帯電話事業者

○ あっせん･仲裁の制度を創設し、無線局を新設する場合等に行う既存無線局との混信防止に関する協議を促進。

○ あっせん･仲裁の手続を行うことができる無線局は、次のとおり。

・ 電気通信業務の用に供する無線局 ・ 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局

・ 放送の業務の用に供する無線局 ・ ガス事業に係るガスの供給の業務の用に供する無線局

・ 地方公共団体の防災行政事務の用に供する無線局 ・ MCA陸上移動通信業務の用に供する無線局
・ 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局

※ あっせん･仲裁等による既存無線局との調整の結果、契約を締結したときは、その内容を免許等申請に際して
提出。

※ 無線局の免許人等は、混信防止に関する協議の申入れがあったときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保
する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

（無線局運用規則の一部改正）

周波数が逼迫する中、新システムの導入に際して必要な、電波の混信を防止するための既存の無線局等との調
整が１年から２年半に長期化する事例が発生、迅速な新サービスの提供が困難となる可能性。

新設基地局Ａ

端末Ｂ

既存基地局Ｂ
新設基地局Ａ

端末Ｂ

電気通信紛争処理委員会のあっせん・仲裁により、
Ａからの妨害がないよう、Ａの費用負担によりＢを改造。

→Ａの開設が可能。 ☆Ａ、Ｂ共に、電波の利用が可能。

新設基地局Ａの発射電波が、既存無線局Ｂの通信を妨害
→ Ａの開設は不可。

既存基地局Ｂ免許不可 免許可能

電気通信紛争処理
委員会によるあっせん・仲裁

改正後の制度従前の制度

電波法・電気通信事業法の一部改正（平成20年4月1日施行）

3-7 無線局開設等に係る紛争
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（１） 放送の主な分類

(２) 放送事業の参入に係る制度の概要

(３) 放送対象地域

(４) 放送メディアの市場規模

(５) 民間地上テレビジョン放送事業者の経営状況

(６) ケーブルテレビ事業者の収支状況

(７) ケーブルテレビの普及状況

(８) 各都道府県におけるケーブルテレビ（自主放送あり）の普及率

(９) 区域外再放送の問題

(10) 再放送同意と大臣裁定

(１１) 衛星放送事業者の収支状況

(１２) ４Ｋ・８Ｋの概要

(13) ４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴可能機器の出荷状況

(14) ４Ｋ８Ｋ衛星放送を行う事業者

４ 放送事業の動向

有線放送

地上放送

衛星放送

テレビ

ラジオ

BS放送

東経110度CS放送

中波（AM）

超短波（FM）

東経124/128度CS放送

地上放送

東経110度ＣＳ放送

ＢＳ放送

東経124/128度
ＣＳ放送

有線放送
（ケーブルテレビ・IPTV）

4-1 放送の主な分類



4-2  放送事業の参入に係る制度の概要

基幹放送事業者 一般放送事業者

ソフトとハードの事業者が
一致している場合
（特定地上基幹放送事業者）

電波法に基づく「免許」

※５年ごとに再免許
放送法に基づく「登録」 放送法に基づく「届出」

ソフトとハードの事業者が
異なっている場合

放送法に基づく「認定」

※５年ごとに更新

基幹放送 一般放送

放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられる
ものとされた周波数の電波を使用する放送

基幹放送に該当しない放送

放送エリア：広い
視聴者への影響：大きい

放送エリア：狭い
視聴者への影響：小さい

（具体例）

○ 地上基幹放送
（地上テレビ、AMラジオ、FMラジオ、コミュニティFM放送）

○ 移動受信用地上基幹放送（マルチメディア放送）

○ 衛星基幹放送 （ＢＳ放送、110度ＣＳ放送）

（具体例）

○124/128度ＣＳ放送

（テレビ、ラジオ）

○ケーブルテレビ（大規模）

（具体例）

○有線ラジオ

○エリア放送

○ケーブルテレビ（小規模）

【放送の業務の種類と参入規律】

放送の業務（ソフト）については放送法、設備の設置（ハード）については電波法等により規律。

(1) 規定の仕方
① 放送の主体（ＮＨＫ、放送大学学園、基幹放送事業者）
② 放送の種類（テレビジョン放送、中波放送、超短波放送等）等に基づき設定

(2) 具体例 （地上基幹放送＜テレビジョン放送＞）
① ＮＨＫ

関東広域圏（茨城県、栃木県及び群馬県を含まない）、関東広域圏にある県を除く各道府県
② 基幹放送事業者

広域圏 ：関東広域圏、近畿広域圏、中京広域圏
複数の県域：鳥取県及び島根県、岡山県及び香川県
その他 ：上記以外の各都道府県

(1) 放送対象地域ごとに放送系の数の目標を設定
放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画において、放送対象地域ごとに普及させる
放送系の数の目標を設定。

(2) 放送対象地域内では、難視聴解消の義務又は努力義務
放送事業者は、放送対象地域内で、その放送があまねく受信できるように努めることとされている。

（ＮＨＫには、テレビジョン放送及びラジオ放送＜中波放送・超短波放送のいずれか＞が全国において受信できるように措置をすることを義務付け）

4-3 放送対象地域

同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域（放送法第９１条第２項第２号）のことであり、

その地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して、基幹放送普及計画において定める
（放送法第９１条第３項）。

放送対象地域の概念

放送対象地域の効果

放送対象地域の例
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地上系民間基幹放送事業者(194社)
2兆1,473億円(58.5%)

ＮＨＫ
6,965億円(19.0%)

衛星系民間放送事業者(42社)
3,370億円(9.2%)

有線テレビジョン放送
事業者(274社)
4,880億円(13.3%)

放送メディアの収入 令和４年度３兆６，６８８億円

【衛星系民間放送事業者内訳】

衛星基幹放送（ＢＳ放送）（21社） 2,068億円（5.6%）

衛星基幹放送（東経110度ＣＳ放送）（20社） 805億円（2.2%）

衛星一般放送（4社） 496億円（1.4%）

【地上系民間基幹放送事業者内訳】

テレビジョン放送単営(96社)  1兆8,584億円（50.7%）

ＡＭ放送・テレビジョン放送兼営(31社) 1,875億円（ 5.1%）

その他(※)単営(67社) 1,013億円（ 2.8%）

※…ＡＭ(16社)、短波(1社)及びＦＭ(50社)

● 放送メディアの市場規模は、令和４年度において、３兆６，６８８億円となっている。

● 各放送事業者のシェアは、地上系民間基幹放送事業者が５８．５％、ＮＨＫが１９．０％、有線テレビジョン
放送事業者が１３．３％、衛星系民間放送事業者が９．２％を占めている。

（注1）（ ）内の％は、放送メディアに占める各媒体のシェア。
小数点第2位を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

（注2）億円未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合がある。
（注3）「地上系民間基幹放送事業者」には、一般財団法人道路交通情報通信システム

センター及びコミュニティ放送事業者を含めていない。
（注4）ＮＨＫについては損益計算書（一般勘定）の経常事業収入、経常事業外収入及び

特別収入の和から未収受信料欠損償却費を差し引いた値。
（注5）放送大学学園を除く。
（注6）「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線電気通信設備を用いて自主放送を行う

登録一般放送事業者（営利法人に限る。）のうち、ＩＰマルチキャスト方式による
事業者等を除く者。

(注7）「衛星系民間放送事業者」には、ＢＳ放送と東経110度ＣＳ放送を兼営する事業者が２社、
衛星基幹放送と衛星一般放送を兼営する事業者が１社存在するため、衛星基幹放送の事業者
数と衛星一般放送の事業者数を合計した事業者数と事業者の総数（42社）は一致しない。

（注8）地上系民間基幹放送事業者については、各社作成の損益計算書上の「売上高」の額を合計し
たもの。

4-4 放送メディアの市場規模

（億円） （億円）

（単位：億円） （ ）内は１社平均

売上高の合計 売上高の平均

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

キー局
（５局）

売上高 11,612(2,322) 11,433(2,287) 11,486(2,297) 11,110(2,222) 9,963(1,993) 10,929(2,186) 10,897(2,179)

営業損益 722(144) 705(141) 733(147) 590(118) 525(105) 926(185) 691(138)

準キー局
（４局）

売上高 2,543(636) 2,508(627) 2,466(617) 2,363(591) 2,118(530) 2,275(569) 2,261(565)

営業損益 158(40) 146(36) 136(34) 44(11) 53(13) 153(38) 81(20)

中京広域局
（４局）

売上高 1,175(294) 1,172(293) 1,160(290) 1,120(280) 934(234) 1,071(268) 1,087(272)

営業損益 99(25) 96(24) 88(22) 67(17) 35(9) 113(28) 67(17)

ローカル
テレビ局
（114局）

売上高 7,170(63) 7,107(62) 7,012(62) 6,806(60) 5,933(52) 6,304(55) 6,215(55)

営業損益 566(5) 490(4) 423(4) 306(3) 166(1) 381(3) 211(2)
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4-5 民間地上テレビジョン放送事業者の経営状況



4-6 ケーブルテレビ事業者の収支状況（令和４年度）

（金額単位：百万円
前年度比増減率：％)

【単年度黒字事業者数及び割合の推移】 【ケーブルテレビ事業の収支状況の推移】
（億円）

● 令和４年度の有線テレビジョン放送事業者の収支状況については、通信事業を含む全事業で
見ると増収・増益であるが、ケーブルテレビ事業は横ばいとなっている。

※ 対象は、有線電気通信設備を用いて自主放送を行う登録一般放送事業者（営利法人に限る。）のうち、
IPマルチキャスト方式による事業者等を除く者274社。

※ この資料は、令和４年度末までに開局した有線テレビジョン放送事業者（同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。）
の事業収支結果の報告に基づき、直近の決算期の収支状況を取りまとめたもの。

※ 「全事業の総額」とは、ケーブルテレビ以外の事業も含めた、企業全体の収支である。また、事業者数の（ ）内の数は前年度の社
数である。

4-7 ケーブルテレビの普及状況（令和4年度）

・登録に係る自主放送を行うための有線電気通信設備（501端子以上）によりサービスを受ける加入世帯数は、
約3,162万世帯、世帯普及率は約52.5％。

・有線電気通信設備を用いて自主放送を行う登録一般放送事業者数及び登録に係る自主放送を行うための
有線電気通信設備数は、それぞれ456事業者、660設備。

有線電気通信設備を用いて自主放送を行う
登録一般放送事業者数の推移

ケーブルテレビの加入世帯数・普及率の推移

※ （ ）内は事業者数の対前年度末増加率。

〔事業者数〕

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

※ 最新の普及率は、令和5年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
※ 平成22年度までは自主放送を行う旧有線テレビジョン放送法の許可施設
（旧電気通信役務利用放送法の登録を受けた設備で当該施設と同等の放送方式のものを含む。）、
平成23年度以降は登録に係る自主放送を行うための有線電気通信設備の加入世帯数、普及率の推移。

〔万世帯〕 〔普及率％〕



4-8 各都道府県におけるケーブルテレビ（自主放送あり）の普及率

※令和4年度末現在。
※最新の普及率は、令和5年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
※下記の統計値については、ＩＰマルチキャスト方式による放送に係るものを含む。

Ｙ地上テレビジョン放送事業者

X地上テレビジョン放送事業者

Ｂ県

Ａ県

ケーブルテレビ事業者

視聴率が落ち
るので困る

同意できない

（地上基幹放送事業者の問題意識）

○ Ｂ県において視聴できるチャンネル数が増加するため、Ｂ県の既存地上テレビジョン放送
事業者（Ｙ）の視聴率を低下させるおそれがある。

○ Ａ県の地上テレビジョン放送事業者（Ｘ）はＢ県での再放送を念頭に置いていないため、
番組編集上の配慮ができない。

Ａ県の地上テレビジョン放送事業者が区域外再放送に否定的で
紛争に発展することがある

4-9 区域外再放送の問題

「区域外再放送」とは、 Ａ県を放送対象地域とする地上基幹放送（地上テレビジョン放送）事業者の放送を、

ケーブルテレビ事業者が受信して、放送対象地域が異なるＢ県内の世帯に再放送すること。

Ｂ県での視聴は想
定していない
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１ 放送番組の同一性やチャンネルイメージの確保に関わる次のいず

れかの場合

２ 放送対象地域以外の地域での再放送である場合には、基幹放送

事業者の「番組編集上の意図」である「放送の地域性に係る意図」

の侵害の程度が「受信者の利益」の程度との比較衡量において許

容範囲内（受忍限度内）にあるとは言えない場合

① 意に反して、放送番組が一部カットして有線放送される場合

② 意に反して、異時再放送される場合

③ 当該チャンネルで別の番組の有線放送を行い、基幹放送事業者
の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合

④ 有線テレビジョン放送事業者としての適格性に問題がある場合

⑤ 良質な再放送が期待できない場合

（その他）

○ 地元放送事業者の経営に与える影響等は、地元同意の有無を
含め、「正当な理由」の判断に関して考慮されないこと。

○ 「地域間の関連性」については、通勤等の人の移動状況等地域
間における交流状況等に基づき個別判断。

○ 少なくとも、放送対象地域の隣接市町村での再放送は、再放送
の同意をしない「正当な理由」には該当しないこと等を例示。

再放送ガイドライン(※)による 「正当な理由」の解釈

※ 括弧内は放送法 （昭和25年法律第132号）の関連条項

諮問

総務大臣

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
者
等

地
上
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
事
業
者同意拒否

協議に応じない／協議不調

裁定

電気通信紛争処理委員会

同意しないことにつき正当な
理由がある場合を除き、同
意すべき旨を裁定

（144条３項）

再放送実施には、放送事業者
の同意が必要（11条）

答申

協議を申し入れたにもかかわらず
・相手方が協議に応じない
・協議が調わない

ときは、裁定申請が可能（144条１項）

協議

同意要請

裁定申請

※ 有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送（テ
レビジョン放送に限る。）の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における
「正当な理由」の解釈に関するガイドライン

4-10 再放送同意と大臣裁定

4-11 衛星放送事業者の収支状況（令和４年度）

事業者数 営業収益 営業費用 営業損益

衛星基幹放送 41者 2,873億円 ( -0.3% ) 2,684億円 ( +2.9% ) 189億円 ( -30.9% )

BS放送 21者 2,068億円 ( +0.4% ) 1,910億円 ( +4.6% ) 159億円 ( -32.0% )

東経110度CS放送 20者 805億円 ( -2.1% ) 775億円 ( -1.0% ) 30億円 ( -24.2% )

衛星一般放送 4者 496億円 ( -7.4% ) 464億円 ( -6.9% ) 32億円 ( -15.0% )

合 計 42者 3,370億円 ( -1.4% ) 3,149億円 ( +1.3% ) 221億円 ( -28.9% )

注１： この収支状況は、令和５年３月末時点で開局している衛星系放送事業者の事業収支結果の報告を踏まえ、直近の決算期の収支状況を取りまとめたものである（決算期が
３月末日までの事業者以外の事業者についても、直近の決算期における収支状況を取りまとめている。）。

２： 平成２３年６月に改正・施行された放送法に基づき、ＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放送を衛星基幹放送、それ以外の衛星放送を衛星一般放送として位置づけている。
３： 事業者数は、令和５年３月末日現在のものである。
４： ＢＳ放送と東経110度ＣＳ放送を兼営する事業者が２社、衛星基幹放送と衛星一般放送を兼営する事業者が１社存在しているが、統計上は分計されているため、衛星基幹

放送の事業者数と衛星一般放送の事業者数を合計した事業者数と全体の合計事業者数は一致していない。
５： 金額は四捨五入しているため、合計が一致しないことがある。



4-12 ４Ｋ・８Ｋの概要

● 地上放送のデジタル移行が完了（2012年3月末）し、放送が完全デジタル化。ハイビジョンの放送インフラが整備。

● 現行ハイビジョンを超える画質（いわゆるスーパーハイビジョン）の映像の規格が標準化（2006年、ＩＴＵ（国際電気通信連合））。

規格は、「４Ｋ」「８Ｋ」（Ｋは1000の意。）の二種類（現行ハイビジョンは「２Ｋ」）。

● ４Ｋは現行ハイビジョンの４倍、８Ｋは同じく１６倍の画素数。高精細で立体感、臨場感ある映像が実現。

解像度 主な画面サイズ 主な実用化状況

２Ｋ

４Ｋ

８Ｋ

約２００万画素

1,920×1,080
＝ 2,073,600

約８３０万画素

3,840×2,160
＝ 8,294,400

約３，３００万画素

7,680×4,320
＝33,177,600

３２インチ

６５インチ
２Ｋの４倍

８５インチ２Ｋの１６倍

約2,000 = 2K

約4,000 = 4K

約8,000 = 8K

映画・動画配信(ＶＯＤ)・
実用放送
（地上・衛星放送等）

映画・動画配信(ＶＯＤ)・
実用放送（衛星放送等）

映画・実用放送（衛星
放送）

4-13 ４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴可能機器の出荷状況

○ 4K8K衛星放送視聴可能機器の出荷台数は累計約1, 849万台（2023年12月末）。
○ 4K8K衛星放送の普及に向け、受信環境整備の推進、コンテンツの充実、国民・視聴者への

継続的な周知・広報が必要。

※ （一社）放送サービス高度化推進協会プレスリリース「“4K8K衛星放送”視聴可能機器台数」より作成。

※ 千台未満を四捨五入して表記しているため、累計が各視聴可能機器台数の合計と一致しないことがある。

※ ①，②，③：（一社）電子情報技術産業協会発表出荷台数。（②については、2022年4月から出荷統計数値公表の対象外となっている。

③については、2023年5月末の数値は非公表のため累計には含まれていない。）

※ ④：（一社）日本ケーブルテレビ連盟ヒアリングによる設置台数。



4-14 ４Ｋ８Ｋ衛星放送を行う事業者

No 認定を受けた社 チャンネル名 周波数 放送開始日

１ (株)ＢＳ朝日 ＢＳ朝日４Ｋ ７ｃｈ 平成３０年１２月１日

２ (株)ＢＳテレビ東京 ＢＳテレ東４Ｋ ７ｃｈ 平成３０年１２月１日

３ (株)ＢＳ日本 ＢＳ日テレ ４Ｋ ７ｃｈ 令和元年９月１日

４ 日本放送協会 ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ １７ｃｈ 平成３０年１２月１日

５ (株)ＢＳ－ＴＢＳ ＢＳ－ＴＢＳ ４Ｋ １７ｃｈ 平成３０年１２月１日

６ （株）ビーエスフジ ＢＳフジ４Ｋ １７ｃｈ 平成３０年１２月１日

７ ＳＣサテライト放送（株） ショップチャンネル４Ｋ １１ｃｈ

（※１）８ ＯＣＯ（株） ＯＣＯ ＴＶ １１ｃｈ

９ （株）ＱＶＣサテライト ４Ｋ ＱＶＣ １１ｃｈ

ＢＳ右旋

No 認定を受けた社 チャンネル名 周波数 放送開始日

１ ＳＣサテライト放送(株) ショップチャンネル４Ｋ ８ｃｈ 平成３０年１２月１日

２ (株)ＱＶＣサテライト ４Ｋ ＱＶＣ ８ｃｈ 平成３０年１２月１日

３ (株)ＷＯＷＯＷ ＷＯＷＯＷ ４Ｋ １２ｃｈ 令和３年３月１日

４ 日本放送協会 ＮＨＫ ＢＳ８Ｋ １４ｃｈ 平成３０年１２月１日

（※１）令和５年11月に新たに認定を受けた事業者であり、放送開始に向けて準備中。

（※２）株式会社スカパー・エンターテイメントが、ＣＳ左旋帯域において放送を行っていた４Ｋ番組は、令和６年３月３１日に放送を終了。

ＢＳ左旋
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